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は

じ

め

に

ボ
ン
基
本
法
五
条
一
項
は
、
意
見
表
明
の
自
由
な
ら
び
に
情
報
の
自
由
、
プ
レ
ス
の
自
由
、

(

１)

放
送
お
よ
び
フ
ィ
ル
ム
の
自
由
を
保
障

す
る
。
二
文
で
保
障
さ
れ
る
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
情
報
収
集
か
ら
プ
レ
ス
の
製
造
、
意
見
の
流
布
に
至
る
ま
で
、
プ
レ
ス
業
務
と
本
質

的
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
活
動
を
そ
の
保
護
領
域
と
し
、
プ
レ
ス
と
は
、
新
聞
や
雑
誌
な
ど
の
定
期
刊
行
物
に
限
ら
ず
、
官
報
や
書
籍

な
ど
も
含
め
た
一
切
の
印
刷
物
を
指
し
、
そ
の
内
容
と
は
無
関
係
に
す
べ
て
の
印
刷
物
は
保
護
さ
れ
る
。
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
第
一
に

個
人
の
権
利
と
し
て
、
つ
ま
り
プ
レ
ス
に
関
わ
る
行
動
を
と
る
際
に
国
家
の
強
制
や
干
渉
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
。
こ
の

主
観
的
な
防
禦
権
と
し
て
の
側
面
と
な
ら
ん
で
、
プ
レ
ス
の
自
由
に
は
客
観
法
的
な
側
面
が
あ
り
、
自
由
な
プ
レ
ス
と
い
う
制
度
が
保

障
さ
れ
る
。

(

２)

プ
レ
ス
は
、
広
範
に
情
報
伝
達
を
行
な
い
、
多
様
な
意
見
を
伝
え
、
自
ら
の
意
見
を
形
成
し
そ
れ
を
主
張
す
る
責
務
を
負

い
、
こ
の
責
務
は
、
多
様
な
意
見
や
理
念
が
自
由
に
議
論
さ
れ
そ
こ
か
ら
国
家
意
思
を
形
成
す
る
と
い
う
民
主
制
原
理
に
応
え
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
民
主
主
義
秩
序
を
機
能
さ
せ
る
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
プ
レ
ス
の
自
由
を
は
じ
め
と
す
る
精
神
の
自
由
は

不
可
欠
で
あ
る
。

(

３)

プ
レ
ス
の
自
由
を
基
本
権
と
定
め
た
の
は
、
一
八
四
九
年
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
帝
国
憲
法
一
四
三
条
で
あ
る
。

(

４)

し
か
し
プ
レ
ス
の
自

由
が
条
文
に
登
場
す
る
の
は
三
月
前
期
の
こ
と
で
あ
り
、
プ
レ
ス
の
自
由
と
い
う
文
言
自
体
の
歴
史
は
一
八
世
紀
に
遡
る
。

(

５)

本
稿
で
は
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
、
そ
し
て
ボ
ン
基
本
法
へ
と
引
き
継
が
れ
る
プ
レ
ス
の
自
由
の
淵
源
を
探
り
、
現
在

の
プ
レ
ス
の
自
由
が
も
つ
二
つ
の
側
面
が
い
か
な
る
過
程
を
経
て
現
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
。

論 説

三

同
盟
プ
レ
ス
法
に
対
す
る
再
評
価

お

わ

り

に



(阪大法学) 56 (1 77) 77 [2006.5]

ま
ず
、
プ
レ
ス
の
自
由
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
て
お
く
。
Ｕ
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ル
ト
の
プ
レ
ス
の
自
由
を
め
ぐ
る
一
連
の
研
究

が
最
初
に
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

６)

彼
は
、
検
閲
法
理
の
展
開
を
プ
レ
ス
の
自
由
と
の
関
係
の
な
か
で
考
察
す
る
と
い
う
手
法
を
用

い
て
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
か
ら
一
九
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
の
検
閲
の
法
理
と
実
務
を
省
察
す
る
。
こ
の
よ
う
に
プ
レ
ス
の
自
由

を
法
制
度
や
法
解
釈
の
な
か
で
読
み
説
く
こ
と
に
重
き
を
置
く
研
究
と
は
異
な
り
、
プ
レ
ス
の
自
由
が
近
代
の
政
治
的
公
共
性
の
展
開

に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
精
力
的
な
研
究
を
行
な
っ
た
の
が
、
Ｆ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
で
あ
る
。

(

７)

彼
は
、
プ
レ
ス

の
自
由
の
要
求
が
国
政
参
加
要
求
と
密
接
に
関
係
し
な
が
ら
展
開
し
、
公
論
を
形
成
す
る
機
能
が
プ
レ
ス
に
期
待
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。

そ
れ
に
比
し
て
日
本
の
法
制
史
研
究
は
、
ド
イ
ツ
の
プ
レ
ス
の
自
由
に
十
分
な
研
究
関
心
を
払
っ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
プ
レ
ス

の
自
由
は
専
ら
現
行
法
研
究
の
な
か
で
言
及
が
な
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
石
村
善
治
氏
や
長
尾
一
紘
氏
が

(

８)

、
別
の
法
概
念
と
の

関
連
か
ら
、
ま
た
現
代
法
解
釈
に
あ
た
っ
て
歴
史
を
振
り
返
る
と
い
う
姿
勢
か
ら
、
近
世
・
近
代
の
プ
レ
ス
の
自
由
を
取
り
上
げ
て
い

る
。
ま
た
、
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
制
度
体
保
障
論
の
観
点
か
ら
、
プ
レ
ス

(

制
度)

を
考
察
す
る
石
川
健
治
氏
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
示
唆

に
富
ん
で
い
る
。

(

９)

プ
レ
ス
の
自
由
を
検
閲
と
セ
ッ
ト
で
論
じ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
、
制
度
体
と
し
て
の
プ
レ
ス
が

問
題
と
さ
れ
る
。

以
上
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
本
論
に
入
る
に
先
立
ち
、
本
稿
が
扱
う
時
期
、
考
察
の
素
材
、
そ
し
て
本
稿
の
課
題
を
整
理
す
る
。

ま
ず
、
本
稿
が
考
察
す
る
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
と
い
う
文
言
が
初
め
て
登
場
す
る
一
八
世
紀

末
か
ら
、
ド
イ
ツ
同
盟
規
約

(

以
下
、
Ｄ
Ｂ
Ａ
と
略
す)

や
各
国
の
憲
法
に
プ
レ
ス
の
自
由
が
定
め
ら
れ
る
一
九
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ

に
、
本
稿
の
対
象
時
期
を
限
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
の
制
定
以
前
に
遡
り
、
そ
も
そ
も
プ
レ
ス
の
自
由
と
い
う

文
言
・
概
念
が
い
か
に
し
て
誕
生
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
ひ
と
つ
の
法
理
と
な
り
成
文
化
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)
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た
い
が
ゆ
え
で
あ
る
。

次
に
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
何
を
素
材
に
す
る
の
か
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
第
一
に
、
一

八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
の
洗
礼
を
受
け
た
プ
レ
ス
の
自
由
論
を
、
第
二
に
、
一
八
世
紀
の
プ
レ
ス
の
自
由
論
を
下
地
に
展
開
す
る
一
九
世

紀
前
半
の
プ
レ
ス
の
自
由
論
を
、
第
三
に
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
初
め
て
明
記
し
た
ド
イ
ツ
同
盟
の
法
体
系
、
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
同
盟
諸

国
の
ラ
ン
ト
法
体
系
を
素
材
に
し
て
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
概
念
と
そ
の
法
的
保
障
の
成
立
と
展
開
を
考
察
す
る
。

最
後
に
、
本
稿
が
取
り
組
む
課
題
を
挙
げ
る
。
ド
イ
ツ
の
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
比
べ
中

央
集
権
化
も
立
憲
化
も
い
ま
だ
達
成
し
な
い
一
八
世
紀
末
に
芽
吹
い
た
が
、
そ
れ
は
所
有
権
に
代
表
さ
れ
る
そ
の
他
の
自
由
権
に
比
べ

て
も
遅
い
芽
生
え
で
あ
っ
た
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
解
体
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
、
解
放
戦
争
で
の
勝
利
か
ら
ド
イ
ツ
同
盟
の
成
立
と

い
う
政
治
的
・
社
会
的
・
法
的
変
化
の
大
き
い
こ
の
時
期
に
育
ま
れ
る
揺
籃
期
の
プ
レ
ス
の
自
由
の
特
性
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
第
一
の
課
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
同
盟
体
制
と
い
う
政
治
体
制
は
プ
レ
ス
の
自
由
を
ど
の
よ
う

に
規
定
す
る
の
か
、
そ
し
て
こ
の
規
定
は
プ
レ
ス
の
自
由
の
発
展
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
扱
う
。
こ
れ

ら
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
一
般
に
プ
レ
ス
の
自
由
は
検
閲
と
表
裏
一
体
で
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不

十
分
で
あ
る
。
本
稿
で
は
プ
レ
ス
の
自
由
を
中
心
に
据
え
、
プ
レ
ス
の
自
由
が
、
検
閲
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
以
外
の
フ
ァ
ク
タ

ー
と
の
関
連
の
な
か
で
展
開
し
て
い
く
さ
ま
を
省
察
す
る
こ
と
で
、
プ
レ
ス
の
自
由
に
見
出
さ
れ
る
意
味
や
価
値
を
論
証
す
る
。

以
上
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
以
前
に
遡
っ
て
プ
レ
ス
の
自
由
の
淵
源
を
確
認
し
、
プ
レ
ス
が
徹
底
的

に
弾
圧
さ
れ
た
と
評
さ
れ
る
ド
イ
ツ
同
盟
の
法
体
系
の
な
か
で
、
三
月
革
命
に
先
立
ち
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
保
障
す
る
下
地
が
準
備
さ

れ
て
い
た
と
い
う
筆
者
の
仮
説
を
検
証
す
る
。

論 説
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第
一
章

一
九
世
紀
ま
で
の
プ
レ
ス
の
自
由

プ
レ
ス
の
自
由
の
保
障
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
本
格
的
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
よ
う
や
く
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
。
プ
レ
ス
の
自
由
の
保
障
を
求
め
る
勢
力
と
、
そ
れ
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
勢
力
と
の
闘
争
の
な
か
で
、
近
代
ド
イ
ツ
に
お

け
る
プ
レ
ス
法
制
は
次
第
に
整
備
さ
れ
て
い
く
。

そ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
地
域
を
支
配
し
て
い
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
は
一
八
〇
六
年
、
皇
帝
の
退
位
と
と
も
に
名
実
と
も
に
姿
を
消
し
た
。

そ
の
結
果
ド
イ
ツ
は
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
ラ
ン
ト
に
解
体
す
る
が
、
一
八
一
四
年
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
に
勝
利
を
収
め
再
び

ド
イ
ツ
同
盟
の
名
の
下
に
結
集
す
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
同
盟
で
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
取
り
扱
い
が
ド
イ
ツ
全
体
レ
ベ
ル
で
の
問
題
で
あ

る
と
理
解
さ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
法
の
整
備
が
構
想
さ
れ
始
め
る
。

ド
イ
ツ
同
盟
下
で
の
プ
レ
ス
法
理
論
な
ら
び
に
プ
レ
ス
法
制
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
本
章
で
は
、
ド
イ
ツ
同
盟
結
成
以
前
の
プ
レ
ス

の
自
由
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
プ
レ
ス
の
自
由
は
い
か
な
る
形
で
登
場
し
、
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
の
か
と
い
う
生
成
期
の
プ
レ
ス
の
自
由
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

一

プ
レ
ス
の
自
由

(

１)

一
八
世
紀
と
プ
レ
ス
の
自
由

ド
イ
ツ
に
お
い
て
プ
レ
ス
の
自
由
は
長
い
伝
統
を
も
つ
用
語
で
は
な
い
。
初
め
て
プ
レ
ス
の
自
由
と
い
う
用
語
が
登
場
す
る
の
は
一

八
世
紀
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
。
一
七
五
七
年
に
、F

reih
eit

d
er

P
resse

と
い
う
表
現
が
、
続
い
て
七
四
年
に

P
ressefreih

eit

と
い
う

用
語
が
登
場
し
た
の
が
は
じ
ま
り
と
さ
れ
る
。

(

�)

こ
れ
を
皮
切
り
に
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
プ
レ
ス
の
自
由
は
、

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)
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自
由
思
想
を
担
う
教
養
市
民
層
の
意
識
の
な
か
で
漸
次
的
な
展
開
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
三
月
前
期
に
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
を

求
め
る
声
が
国
家
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
時
代
の
プ
レ
ス
の
自
由
は
一
般
的
に
、
精
神
の
自
由
を
象
徴
す
る
も

の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

(

�)
最
初
に
、
プ
レ
ス
の
誕
生
か
ら
普
及
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
概
観
す
る
。
主
に
修
道
院
な
ど
で
作
ら
れ
る
写
本
の
時
代
に
終
止
符
を

打
っ
た
の
が
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
活
版
印
刷
術
の
発
明
で
あ
り
、
発
明
後
五
〇
年
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
伝
播
す
る
。
こ
の
時
期
の

書
物
は
、
宗
教
書
、
専
門
的
な
文
法
書
、
辞
書
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
や
法
律
書
な
ど
全
体
の
七
七
�
五
％
が
ラ
テ
ン
語
で
記

さ
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
。

(
�)

こ
の
史
実
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
書
物
の
書
き
手
と
読
み
手
で

(

�)

あ
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
ラ
テ
ン
語
の

知
識
を
備
え
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
人
間
で
あ
り
、
聖
職
者
や
学
者
、
法
律
家
や
医
師
と
い
っ
た
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
サ
ー
ク
ル
に
属
し

た
。

(

�)

し
か
し
こ
の
よ
う
な
出
版
界
の
状
況
は
、
宗
教
改
革
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
出
版
物
の
増
加
、

(

�)

三
〇
年
戦
争
に
よ
る
経
済
や
政
治
な
ど

時
事
情
報
の
需
要
の
増
大
、
そ
し
て
一
八
世
紀
末
の

｢

読
書
革
命｣

(

�)

を
経
て
一
変
す
る
。
つ
ま
り
、
娯
楽
的
読
み
物
や
世
俗
的
な
書
物

が
プ
レ
ス
の
中
心
と
な
り
、
読
者
層
が
格
段
に
拡
が
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
世
紀
に
は
、
ラ
テ
ン
語
に
精
通
し
た
少
数
者
か
ら
、
母
国

語
に
よ
る
情
報
を
求
め
る
人
間
に
よ
っ
て
、
プ
レ
ス
は
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

次
に
、
プ
レ
ス
業
務
に
携
わ
っ
た
人
間
を
考
察
す
る
。
当
初
は
ひ
と
り
の
人
間
が
印
刷
、
出
版
、
販
売
な
ど
の
業
務
を
兼
任
す
る
の

が
常
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
、
印
刷
を
行
な
う
た
め
の
許
可
を
皇
帝
や
君
主
か
ら
授
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
そ
の
意
味
で
特
権
的
な
扱

い
を
受
け
る
。
印
刷
業
が
多
忙
に
な
る
に
つ
れ
、
次
第
に
プ
レ
ス
業
務
は
専
門
化
・
細
分
化
さ
れ
て
い
く
。

(

�)

そ
の
結
果
と
し
て
、
プ
レ

ス
業
務
に
は
、
著
作
者
か
ら
始
ま
り
、
印
刷
者
、
製
本
業
者
、
出
版
者
や
書
籍
販
売
者
に
至
る
ま
で
多
彩
な
職
種
の
人
間
が
関
与
す
る

こ
と
に
な
る
。
何
よ
り
彼
ら
に
と
っ
て
の
プ
レ
ス
の
問
題
と
は
、
彼
ら
の
経
済
的
利
害
に
還
元
さ
れ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う

経
済
的
な
問
題
に
は
、
プ
レ
ス
製
造
が
自
由
に
行
な
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
む
る
直
接
的
な
損
害
と
い
う
側
面
に
加
え
て
、
一
七

論 説
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六
〇
年
代
以
降
に
横
行
す
る
複
写

N
a

ch
d

ru
ck

に
よ
っ
て
こ
う
む
る
損
害
と
い
う
側
面
が
あ
る
。

(

�)

後
者
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
を
作
る

業
者
と
海
賊
版
を
作
る
業
者
と
の
間
の
、
い
わ
ば
プ
レ
ス
業
界
内
部
の
紛
争
を
引
き
起
こ
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
プ
レ
ス
は
、
ま
ず
は
、
著
作
者
か
ら
書
籍
販
売
業
ま
で
の
送
り
手
の
経
済
的
利
害
の
問
題
と
し
て
、
次
に
、
特
権
的

な
少
数
者
か
ら
財
産
と
教
養
の
あ
る
市
民
層
へ
と
拡
大
す
る
受
け
手
の
問
題
と
し
て
、
そ
し
て
、
宗
教
や
学
問
に
関
す
る
ラ
テ
ン
語
の

書
物
か
ら
母
国
語
に
よ
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
書
物
へ
と
扱
う
主
題
が
多
彩
化
す
る
問
題
と
し
て
現
れ
る
。
送
り
手
の
問
題
に
関
し
て
加
え

て
い
え
ば
、
特
に
著
作
者
の
信
教
・
宗
教
の
自
由
の
問
題
と
い
う
側
面
も
こ
の
問
題
は
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
宗
教
書
が
大
半

を
占
め
る
時
代
の
検
閲
は
宗
教
思
想
の
統
制
と
い
う
目
的
達
成
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
読
書
革
命
を
経
験
し

世
俗
的
関
心
の
強
い
読
者
層
の
成
立
が
見
ら
れ
る
と
、
検
閲
か
ら
の
自
由
は
、
著
作
者
な
ど
一
部
の
人
間
の
信
仰
の
表
明
に
と
ど
ま
ら

ず
、
よ
り
多
数
の
読
者
の
意
見
や
見
解
の
表
明
と
結
び
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多
数
の
受
け
手
の
問
題
と
し
て
も
扱
わ
れ

始
め
る
。
こ
こ
に
、
プ
レ
ス
問
題
が
信
仰
の
自
由
か
ら
思
想
・
意
見
表
明
の
自
由
に
関
す
る
領
域
に
関
わ
っ
て
展
開
す
る
契
機
が
確
認

で
き
る
。

(

２)

啓
蒙
思
想
と
プ
レ
ス
の
自
由

当
時
の
ド
イ
ツ
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
、
事
前
・
事
後
検
閲
が
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
プ
レ
ス
の
自
由
は
形
式
的
に
も
実
質
的
に

も
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
ド
イ
ツ
に
プ
レ
ス
の
自
由
論
を
芽
吹
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
啓
蒙
思
想
で
あ
る
。

一
八
世
紀
を
規
定
す
る
啓
蒙
絶
対
主
義
と
い
う
国
家
体
制
も
プ
レ
ス
の
自
由
と
無
関
係
で
は
な
い
。
他
の
自
由
権
と
同
様
に
プ
レ
ス

の
自
由
も
検
閲
と
い
う
国
家
権
力
か
ら
の
解
放
を
目
指
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
自
由
は
君
主
の
恩
寵
で
あ
る
と
い
う
見

解
が
現
れ
る
。
慈
悲
深
い
君
主
が
自
由
を
臣
民
の
た
め
に
甘
受
す
る
と
い
う
も
の
で
、
自
由
は
決
し
て
法
律
に
よ
る
保
障
を
受
け
る
も

の
で
は
な
い
。
君
主
の
恩
寵
と
し
て
理
解
さ
れ
た
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
啓
蒙
絶
対
君
主
の
下
で
、
臣
民
の
願
い
や
信
条
を
自
由
な
プ
レ

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)



(阪大法学) 56 (1 82) 82 [2006.5]

ス
を
通
し
て
見
聞
き
し
、
学
問
と
国
民
教
育
の
進
歩
に
プ
レ
ス
の
自
由
は
貢
献
す
る
と
い
う
統
治
者
サ
イ
ド
の
利
害
関
心
と
合
致
し

た
。

(
�)

そ
の
結
果
と
し
て
表
面
的
で
は
あ
る
が
、
プ
レ
ス
の
自
由
が

(

君
主
に
よ
っ
て)

授
け
ら
れ
る
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ

は
、
本
来
は
国
家
権
力
か
ら
の
自
由
と
し
て
定
立
さ
れ
る
プ
レ
ス
の
自
由
が
国
家
権
力
の
恩
寵
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
理
解
を
生

み
出
し
た
。

(
�)

こ
の
見
解
と
は
異
な
り
、
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
君
主
が
与
え
る
も
の
で
な
く
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
人
間
が
も
っ
て
い
る
権
利
で
あ
る

と
説
く
見
解
が
登
場
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
章
典

(

一
七
七
六
年)

と
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言

(

一

七
八
九
年)

に
由
来
す
る
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
章
典
で
は
一
二
条
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
人
権
宣
言
に
続
き
、
九
一
年
憲
法
と
九
三
年

憲
法
に
お
い
て
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
保
障
が
明
記
さ
れ
た
。

(

�)

プ
レ
ス
の
自
由
が
生
来
す
べ
て
の
人
間
が
平
等
に
も
つ
自
由
の
ひ
と
つ
と

し
て
定
立
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
自
由
が
法
的
に
保
障
さ
れ
る
と
い
う
思
想
は
ド
イ
ツ
に
も
影
響
を
与
え
る
。

(

�)

哲
学
者
で
あ
り
神
学
者
で
も
あ
っ
た
ケ
ル
ン

J.
K

e
rn

は
プ
レ
ス
の
自
由
を
、
譲
渡
不
能
で
普
遍
的
な
生
来
の
人
権
の
ひ
と
つ
と
定

義
し
、
検
閲
を
そ
の
よ
う
な
人
権
の
特
質
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
排
斥
し
た
。

(

�)

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
起
草
者
ス
ヴ
ァ
レ
ツ

C
.

G
.

S
v

are (

�)z

は
、
書
く
こ
と
で
自
ら
の
思
想
を
他
人
に
伝
え
そ
れ
を
伝
え
さ
せ
る
こ
と
は
、
人
間
が
生
来
も
つ
始
原
的
な
権
利
の
ひ

と
つ
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
続
け
て
彼
は
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
で
重
大
な
危
険
が
国
家
や
市
民
に
対
し
て
発
生
す
る
公
算
が

高
い
と
き
に
は
、
検
閲
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
も
ま
た
正
当
で
あ
る
と
論
述
す
る
。
こ
の
警
察
に
よ
る
検
閲
は
、
検
閲

を
行
な
わ
な
け
れ
ば
生
じ
る
損
害
が
、
検
閲
に
よ
っ
て
権
利
が
制
約
さ
れ
た
こ
と
で
個
人
が
こ
う
む
る
不
利
益
よ
り
も
重
大
で
あ
る
場

合
の
み
許
さ
れ
る
。
ス
ヴ
ァ
レ
ツ
の
論
の
重
点
は
、
書
物
が
あ
ら
ゆ
る
国
民
層
に
真
実
や
有
益
な
知
識
を
流
布
し
た
り
理
性
を
啓
蒙
し

た
り
す
る
た
め
の
有
効
な
手
段
で
あ
る
以
上
、
著
作
者
や
書
籍
出
版
業
者
を
国
家
の
監
視
下
に
置
き
、
有
害
な
書
物
の
印
刷
や
販
売
を

阻
止
す
る
こ
と
を
国
家
の
義
務
と
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
検
閲
の
目
的
は
有
害
な
書
物
の
予
防
に
あ
る
が
、
有
害
か
無

論 説
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害
か
の
判
断
が
人
々
の
謬
見
や
偏
見
、
専
制
的
な
統
治
者
の
意
向
に
基
づ
く
こ
と
の
危
険
性
に
つ
い
て
も
彼
は
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。

啓
蒙
思
想
は
、
理
論
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
お
い
て
も
プ
レ
ス
と
国
民
と
の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
に
寄
与
し
た
。
そ
れ

は
、
プ
レ
ス
を
利
用
し
た
国
民
の
啓
蒙
で
あ
り
、
な
か
で
も
新
聞
と
道
徳
週
刊
誌
の
貢
献
度
は
高
い
。
新
聞
は
国
民
に
と
っ
て
最
も
身

近
な
プ
レ
ス
の
ひ
と
つ
で

(

�)

あ
り
、
時
事
問
題
や
経
済
問
題
と
な
ら
ん
で
道
徳
規
範
的
な
問
題
を
扱
う
新
聞
が
増
加
す
る
一
方
で
、
他
方

で
は
生
業
を
保
つ
の
に
必
要
な
職
業
的
な
情
報
を
提
供
す
る
新
聞
も
発
行
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
新
聞
は
、
市
民
生
活
全
般
の
鏡

や
援
助
手
段
と
な
っ
た
。
そ
し
て
新
聞
に
よ
る
国
民
啓
蒙
は
新
聞
製
作
に
携
わ
る
者
の
質
も
変
え
る
。
彼
ら
は
、
自
分
の
好
奇
心
の
た

め
で
は
な
く
公
共
の
利
益
の
た
め
に
新
聞
を
作
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、

(

�)

新
聞
の
責
務
は
、
自
分
自
身
で
判
断
で
き
る
啓

蒙
さ
れ
た
人
間
と
な
る
よ
う
読
者
を
教
導
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
他
方
で
、
一
八
世
紀
半
ば
に
興
隆
す
る
道
徳
週
刊
誌
は

(

�)

、
市
民
層
が

理
念
や
意
見
、
考
察
を
交
換
す
る
た
め
に
有
益
で
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
教
養
を
伝
達
し
、
市
民
的
精
神
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

発
行
さ
れ
る
。
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
トJ.
C

.
G

o
ttsch

e
d

の『

批
判
す
る
賢
女
た
ちD

ie
����

�
�
���	��

T
a

d
elerin

n
en』

や『

実
直
な
男D

er

B
ied

erm
a

n
n』

で
は
文
芸
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の

『
愛
国
者

P
a

triot』

で
は
政
治
、
商
業
、
法
律
そ
し
て
道
徳
上
の
問
題
が
論
じ
ら
れ

た
。
一
七
六
一
年
の
ド
イ
ツ
に
は
一
八
二
の
道
徳
週
刊
誌
が
存
在
し
、
啓
蒙
主
義
の
理
念
を
教
養
あ
る
市
民
に
普
及
す
る
こ
と
に
貢
献

し
た
。

そ
れ
ま
で
は
、
書
く
こ
と
、
思
考
す
る
こ
と
、
伝
達
す
る
こ
と
、
そ
し
て
読
む
こ
と
は
、
聖
職
者
や
学
者
な
ど
き
わ
め
て
高
い
教
養

を
も
つ
人
間
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
啓
蒙
思
想
と
プ
レ
ス
の
普
及
は
、
プ
レ
ス
は
発
信
者
だ
け
で
は
な
く
受
信
者
の
利
益
に
な

る
と
い
う
新
た
な
視
点
を
生
み
出
し
、
同
時
に
プ
レ
ス
の
自
由
は
す
べ
て
の
者
が
生
来
有
す
る
権
利
と
し
て
捉
え
る
意
識
を
芽
生
え
さ

せ
た
。
そ
し
て
こ
の
意
識
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
が
意
見
表
明
の
自
由
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
展
開
す
る
土
壌
と
な
り
、
い
ま
だ
不
文

の
プ
レ
ス
の
自
由
に
法
的
な
保
障
を
要
求
す
る
一
九
世
紀
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)
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二

検
閲

(
１)

検
閲
の
由
来

一
八
世
紀
に
入
っ
て
よ
う
や
く
プ
レ
ス
の
自
由
が
登
場
す
る
の
に
対
し
て
、
検
閲
の
歴
史
は
長
い
。
検
閲
と
は
、
国
家
権
力
と
り
わ

け
行
政
権
力
が
プ
レ
ス
の
内
容
や
形
状
を
審
査
し
、
規
定
に
背
く
プ
レ
ス
に
対
し
て
、
出
版
の
差
止
、
内
容
の
修
正
、
出
版
物
の
押
収

を
行
な
い
、
あ
る
い
は
禁
固
刑
や
罰
金
、
科
料
を
科
す
こ
と
で
あ
る
。
プ
レ
ス
の
自
由
と
い
う
文
言
の
誕
生
以
前
か
ら
、
検
閲
と
の
闘

争
の
な
か
で
、
自
由
な
叙
述
、
印
刷
、
出
版
そ
し
て
販
売
の
保
障
を
求
め
る
動
き
が
存
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て

こ
こ
で
は
検
閲
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
と
と
も
に
プ
レ
ス
の
あ
り
方
を
検
証
す
る
。

検
閲
の
用
語
と
概
念
は
、
ラ
テ
ン
語
の
ケ
ン
ス
ス

cen
su

s

に
由
来
す
る
。
ケ
ン
ス
ス
と
は
、
ロ
ー
マ
共
和
政
時
代
に
設
置
さ
れ
た

ケ
ー
ン
ソ
ル

cen
sor

と
呼
ば
れ
る
非
常
設
政
務
官
が
行
な
う
戸
口
調
査
で
あ
る
。
ケ
ン
ス
ス
が
行
な
わ
れ
る
五
年
毎
に
二
名
ず
つ
選

出
さ
れ
る
ケ
ー
ン
ソ
ル
は
、
ロ
ー
マ
市
民
の
人
口
数
の
調
査
と
財
産
評
価
を
行
な
い
、
こ
の
財
産
評
価
に
基
づ
い
て
市
民
は
五
つ
の
税

階
級
に
分
類
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
習
俗

m
ores

や
祖
先
か
ら
の
慣
習

m
o

s
m

aio
ru

m

の
監
視
を
行
な
う
こ
と
が
ケ
ー
ン
ソ
ル
の
任
務

に
加
わ
る
。
つ
ま
り
ケ
ー
ン
ソ
ル
は
、
非
道
徳
的
な
ら
び
に
非
社
会
的
な
行
為
を
行
な
っ
た
市
民
を
調
査
し
、
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
不
利
益
を
こ
う
む
る
税
階
級
に
分
類
し
た
り
騎
士
階
層
か
ら
追
放
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
違
反
者
に
制
裁
を
加
え
る
。

(

�)

次
第
に
、

ロ
ー
マ
社
会
の
発
展
を
支
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
古
い
時
代
か
ら
の
良
き
習
俗
や
慣
習
を
堅
持
す
る
こ
と
が
ケ
ー
ン
ソ
ル
の
重
要
任

務
と
な
り
、
こ
の
習
俗
裁
判
官
と
し
て
のsitten

rich
terlich

役
割
が

(
�)

そ
の
後
の
検
閲
の
本
質
を
構
成
す
る
。

(

２)

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
検
閲

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
検
閲
に
つ
い
て
は
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ル
ト
の

｢

検
閲
の
地
域
分
権
化

T
erritoria

lisieru
n

g
d

er
Z

en
su

r
(

�)｣

と

い
う
表
現
が
的
を
射
て
い
る
。
こ
の
帝
国
で
は
、
ド
イ
ツ
諸
侯
が
領
邦
高
権
を
も
つ
が
ゆ
え
に
検
閲
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
も
ま
た
彼
ら

論 説
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に
あ
り
、
皇
帝
の
機
関
は
、
ラ
ン
ト
諸
侯
な
ら
び
に
そ
の
官
庁
が
十
分
な
検
閲
を
行
な
わ
な
い
場
合
に
限
っ
て
そ
れ
を
補
充
す
る
権
限

を
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
検
閲
を
行
な
う
権
利
と
義
務
は
一
義
的
に
ラ
ン
ト
諸
侯
に
帰
属
し
、
必
要
な
場
合
だ
け
皇
帝
が
検
閲
権
力

を
行
使
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
帝
国
と
各
ラ
ン
ト
の
間
に
存
立
し
て
い
た
。

そ
も
そ
も
検
閲
は
、
信
仰
と
い
う
財
を
保
護
し
正
し
い
信
仰
教
育
を
行
な
う
た
め
の
教
会
の
手
段
で
あ
っ
た
。
異
端
説
や
異
宗
教
が

取
り
締
ま
ら
れ
、
違
反
者
は
あ
く
ま
で
教
会
へ
の
罰
金
の
支
払
い
や
破
門
と
い
う
宗
教
上
の
制
裁
を
受
け
た
。
し
か
し
、
グ
ー
テ
ン
ベ

ル
ク
の
活
版
印
刷
の
発
明
、
宗
教
改
革
そ
し
て
啓
蒙
思
想
が
、
検
閲
の
担
い
手
と
そ
の
対
象
を
変
化
さ
せ
た
。

写
本
時
代
と
は
一
変
し
て
印
刷
物
が
大
量
か
つ
広
範
囲
に
普
及
し
始
め
る
と
、
教
会
主
導
で
の
、
と
り
わ
け
宗
教
的
な
書
物
の
、
検

閲
で
は
間
に
合
わ
な
く
な
り
、
国
家
レ
ベ
ル
で
の
検
閲
措
置
が
必
要
と
な
っ
た
。
一
四
九
六
年
に
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
が
全
ド

イ
ツ
の
た
め
の
プ
レ
ス
の
最
高
教
区
監
督
官
を
設
置
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
一
六
世
紀
に
は
、
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
諸
侯
に
対
し
て
検
閲

の
実
施
を
委
ね
る
帝
国
議
会
の
決
定
が
下
さ
れ
る
。
一
五
二
一
年
に
は
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
が
、
す
べ
て
の
印
刷
物
に
対
し
て
事
前
検
閲

を
義
務
づ
け
る
よ
う
勅
令
を
公
布
し
、
ル
タ
ー
の
教
説
を
弾
圧
し
た
。
し
か
し
、
検
閲
実
務
の
権
力
関
係
に
つ
い
て
は
、
各
ラ
ン
ト
諸

侯
と
そ
の
官
庁
が
あ
く
ま
で
も
検
閲
を
行
な
う
権
限
を
も
ち
、
そ
れ
ら
が
十
分
な
検
閲
を
行
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
皇
帝
と
そ
の

機
関
が
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
い
う
原
則
が
一
五
七
七
年
の
帝
国
ポ
リ
ツ
ァ
イ
命
令
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。

(

�)

こ
の
原
則
は
、
一
九

世
紀
の
帝
国
崩
壊
ま
で
本
質
的
に
維
持
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
帝
国
レ
ベ
ル
で
の
検
閲
シ
ス
テ
ム
を
考
察
す
る
。
帝
国
に
は
、
最
高
監
督
機
関
と
し
て
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議

R
eich

sh
ofra

t

が
置
か
れ
る
。
一
八
人
の
宮
廷
顧
問
官
か
ら
な
る
合
議
体
で
あ
る
こ
の
機
関
は
、
帝
国
検
閲
に
違
反
し
た
者
を
裁
く
が
、

こ
の
会
議
の
議
長
が
皇
帝
で
あ
る
以
上
、
皇
帝
に
よ
る
検
閲
権
力
の
行
使
が
こ
こ
に
見
て
取
れ
る
。
こ
の
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
下
位

機
関
と
し
て
、
書
籍
委
員
会�

�
������	

	

��
��

が
一
六
世
紀
末
、
帝
国
都
市
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
に
設
立
さ
れ
た
。
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皇
帝
が
任
命
す
る
書
籍
委
員
は
、
皇
帝
の
名
で
皇
帝
の
権
力
を
用
い
て
、
書
物
の
検
閲
を
実
施
し
た
。
帝
国
最
高
法
院
の
財
務
訴
追
官

F
isk

a
l

が
一
名
と
、
通
常
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
一
名
と
が
書
籍
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
委
員
会
の
主
た
る
使
命
は
、
見
本
市

開
催
期
間
中
に
書
店
を
査
察
し
、
内
容
あ
る
い
は
形
式
が
帝
国
法
に
抵
触
す
る
書
物
を
禁
止
し
押
収
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
屈
指
の
規
模
の
書
籍
見
本
市
が
催
さ
れ
る
こ
の
帝
国
都
市
で
は
こ
の
よ
う
に
、
書
籍
委
員
会
に
よ
っ
て
直
接
検
閲
が
実
施
さ
れ
た
。

こ
の
厳
し
い
検
閲
は
、
比
較
的
緩
や
か
な
検
閲
が
実
施
さ
れ
る
ザ
ク
セ
ン
・
ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
の
見
本
市
へ
書
物
が
流
れ
る
き
っ
か
け

の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。

(
�)

次
に
、
検
閲
の
対
象
と
さ
れ
た
書
籍
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
検
閲
の
対
象
は
、
何
よ
り
も
宗
教
で
あ
っ

た
。
検
閲
の
担
い
手
に
関
し
て
は
漸
次
的
に
脱
聖
職
者
化
が
図
ら
れ
る
が
、
長
く
一
九
世
紀
半
ば
近
く
ま
で
宗
教
の
保
護
が
検
閲
の
目

的
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
他
方
で
は
、
宗
教
改
革
期
に
ド
イ
ツ
語
で
の
印
刷
が
始
ま
り
、
読
者
層
が
拡
大
し
、
上
述
の
よ

う
に
、
道
徳
週
刊
誌
、
哲
学
や
文
学
、
国
民
文
学
な
ど
、
宗
教
書
以
外
の
分
野
の
書
物
が
増
大
す
る
。
い
ま
や
検
閲
当
局
は
、
国
家
の

基
盤
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
政
治
的
な
内
容
を
検
閲
の
対
象
と
み
な
し
、
政
治
を
扱
う
新
聞
や
雑
誌
と
い
う
新
し
い
プ
レ
ス
と
国
民
の

接
近
を
阻
止
し
よ
う
と
し
始
め
る
。
こ
の
動
き
は
、
ラ
ン
ト
政
府
な
ら
び
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
原
理
に
反
す
る
読
み
物
を
公
表
す
る

こ
と
を
禁
ず
る
、
一
七
一
七
年
七
月
一
七
日
の
皇
帝
カ
ー
ル
六
世
の
勅
令
に

(

�)

も
確
認
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
、
各
ラ
ン
ト
が
検
閲
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
握
り
、
帝
国
の
諸
機
関
は
そ
れ
を
補
充
す
る

形
で
機
能
し
て
い
た
。
す
べ
て
の
印
刷
物
を
対
象
に
検
閲
が
実
施
さ
れ
、
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
を
逸
脱
す
る
宗
教

書
物
を
印
刷
さ
せ
な
い
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
信
条
や
宗
派
を
撲
滅
さ
せ
る
こ
と
が
検
閲
の
目
的
で
あ
っ
た
。
検
閲
は
、
宗
教
的
な
思

想
統
制
の
た
め
の
統
治
者
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
、
こ
の
統
治
者
の
恣
意
を
縛
る
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
検
閲
の
あ
り
方
は
時
代
を
下
る
に
つ
れ
脱
宗
教
化
す
る
。
検
閲
の
重
点
が
、
世
俗
的
な
事
柄
つ
ま
り
政
治
に
移

論 説
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り
、
検
閲
に
関
し
て
も
、
教
会
は
国
家
の
背
面
に
退
く
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
著
作
者
や
読
者
の
信
教
の
自
由
を
め
ぐ
る
問

題
か
ら
、
彼
ら
の
思
想
や
意
見
表
明
の
自
由
を
め
ぐ
る
問
題
へ
と
、
検
閲
は
そ
の
対
象
を
移
し
始
め
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

三

検
閲
実
務

ザ
ク
セ
ン
を
例
と
し
て

(

１)

ザ
ク
セ
ン
国
の
特
徴

上
述
し
た
よ
う
に
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
検
閲
は
、
原
則
的
に
各
ラ
ン
ト
の
主
導
の
下
で
実
施
さ
れ
て
い
た
。
ラ
ン
ト
レ
ベ
ル

で
は
い
か
な
る
検
閲
制
度
が
導
入
さ
れ
実
際
の
検
閲
実
務
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
ザ
ク
セ
ン
を

例
に
検
証
す
る
。
ザ
ク
セ
ン
の
検
閲
実
務
を
例
に
と
る
理
由
は
、
こ
の
国
が
帝
国
内
に
お
け
る
書
籍
出
版
業
の
一
大
中
心
地
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

ザ
ク
セ
ン
で
は
、
一
二
世
紀
末
よ
り
豊
富
な
資
源
を
利
用
し
て
鉱
山
業
が
栄
え
、
一
八
世
紀
に
な
る
と
、
金
属
製
造
業
に
加
え
、
繊

維
織
物
、
ガ
ラ
ス
や
磁
器
の
製
造
業
が
発
達
し
た
。
他
の
地
域
に
先
駆
け
て
問
屋
制
家
内
工
業
か
ら
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
へ
の
移
行

が
見
ら
れ
る
の
も
ザ
ク
セ
ン
で
あ
る
。
産
業
の
発
展
と
同
時
に
商
業
も
活
性
化
し
、
な
か
で
も
ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
の
見
本
市
の
占
め
る

比
重
は
大
き
い
。
そ
し
て
書
籍
の
取
引
で
は
ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
が
群
を
抜
い
て
い
た
。

(

�)

一
八
世
紀
に
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
見
本
市
を

凌
駕
し
、
書
籍
出
版
業
に
お
け
る
ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
の
優
越
的
な
地
位
が
確
立
さ
れ
た
。

ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
で
書
籍
出
版
業
が
興
隆
す
る
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
大
学
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
大
学
は
、
ヴ
ィ

ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
と
な
ら
び
、
学
問
交
流
の
一
大
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
書
籍
業
が
こ
の
地
で
発
展
す
る
こ
と
を
考
察
す
る
う
え

で
は
看
過
で
き
な
い
。
ま
た
、
前
述
し
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
帝
国
書
籍
委
員
会
の
設
置
と
そ
の
厳
格
な
検
閲
の
実
施
も
、
ラ
イ
プ

テ
ィ
ッ
ヒ
の
書
籍
出
版
業
が
急
成
長
す
る
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
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し
か
し
何
よ
り
、
ザ
ク
セ
ン
国
自
身
の
検
閲
が
他
の
ド
イ
ツ
領
域
と
比
べ
て
緩
や
か
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
原
因
を
、
ヴ
ェ
ス
タ
ー
カ
ン
プ
は

｢

ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
に
対
し
て
は
教
皇
の
影
響
力
が
大
き
く
作
用
し
な
か
っ
た｣

こ
と
に
求
め

る
。

(
�)

こ
の
背
景
に
は
、
ザ
ク
セ
ン
の
特
異
な
宗
教
状
況
が
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
を
統
治
す
る
ア
ル
ベ
ル
ト
系
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ン
家
は
一
六
七

九
年
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
王
位
を
手
に
し
た
こ
と
を
契
機
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
が
国
民
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ま
ま
で
あ
り
、
加

え
て
独
自
の
法
制
や
税
制
な
ど
を
も
つ
数
多
く
の
地
域
か
ら
構
成
さ
れ
る
ザ
ク
セ
ン
で

(

�)

は
、
宗
教
書
に
対
す
る
検
閲
は
国
内
統
一
的
な

力
を
行
使
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
ザ
ク
セ
ン
の
緩
や
か
な
検
閲
は
、
特
殊
な
宗
教
事
情
よ
り
も
む
し
ろ
、
経
済
的
な
観
点
か
ら
説
明
が
つ
く
。
七
年
戦
争
は
ザ

ク
セ
ン
国
家
を
荒
廃
さ
せ
た
が
ゆ
え
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
三
世
は
国
家
再
興
に

(

�)

尽
力
す
る
。
当
時
、
ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ

に
お
け
る
書
籍
の
製
造
出
版
は
全
ド
イ
ツ
の
三
分
の
一
を
占
め
る
ま
で
に
成
長
し
、
こ
の
産
業
は
ザ
ク
セ
ン
政
府
の
重
要
な
財
源
と
な

っ
て
い
た
た
め
、
検
閲
よ
り
も
自
国
の
経
済
利
益
が
優
先
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
検
閲
に
対
す
る
ザ
ク
セ
ン
の
緩
や
か
な
姿
勢
は
、
そ

の
後
一
九
世
紀
に
入
っ
て
も
維
持
さ
れ
、
厳
し
い
検
閲
下
に
あ
る
隣
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
プ
ロ
イ
セ
ン
か
ら
書
籍
の
流
入
が
相
次
い
だ
。

こ
れ
ら
の
二
大
強
国
か
ら
の
厳
し
い
検
閲
の
実
施
要
求
に
対
し
て
も
、
ザ
ク
セ
ン
は
、
自
国
の
利
害
を
擁
護
す
る
立
場
を
と
っ
て
抵
抗

し
て
い
る
。

(

�)

(

２)

ザ
ク
セ
ン
に
お
け
る
検
閲
実
務

一
七
七
九
年
九
月
二
〇
日
、
選
帝
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
三
世
が
出
し
た
通
則

G
en

era
le

が
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
時
代

の
ザ
ク
セ
ン
に
お
け
る
最
も
包
括
的
で
仔
細
な
検
閲
令
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
通
則
は
、
第
一
に
、
検
閲
に
違
反
す
る
書
物
に
つ
い
て
の
詳
細

な
規
定
と
、
第
二
に
、
検
閲
を
担
当
す
る
官
庁
の
組
織
化
を
新
た
に
命
じ
る
規
定
か
ら
成
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
の
通
則
が
定
め
る
検
閲
に
反
す
る
書
物
と
は
、(

ａ)

帝
国
立
法
、
と
り
わ
け
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
和
議
と
ヴ
ェ
ス

論 説
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ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
講
和
条
約
が
構
築
し
た
諸
関
係
に
反
す
る
書
物
、(

ｂ)

ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗
教
あ
る
い
は
信
仰
状
況
を
侵
害
す
る

内
容
の
書
物
、(

ｃ)

ラ
ン
ト
君
主
の
人
格
、
彼
の
官
吏
、
国
家
の
諸
機
関
を
批
判
し
た
り
、
良
い
習
俗
や
慣
習
に
背
い
た
り
す
る
書

物
で
あ
る
。
帝
国
同
様
に
ザ
ク
セ
ン
で
も
ま
た
、
検
閲
の
重
点
は
一
方
で
は
宗
教
的
な
書
物
に
置
か
れ
る
が
、
他
方
で
は
規
制
が
、
ラ

ン
ト
君
主
個
人
や
彼
の
国
家
機
関
や
官
僚
層
と
い
っ
た
国
制
や
国
政
に
関
わ
る
内
容
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
宗
教
的

な
内
容
に
加
え
て
、
政
治
的
な
内
容
が
検
閲
の
主
な
対
象
と
な
っ
て
い
る
点
に
、
政
治
的
な
思
想
統
制
を
主
眼
と
す
る
一
九
世
紀
の
検

閲
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
九
世
紀
に
は
、
検
閲
の
矛
先
は
、
宗
教
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
宗
教
よ
り
も
む
し

ろ
、
国
家
の
秩
序
や
安
寧
を
乱
す

(

お
そ
れ
の
あ
る)

政
治
的
な
印
刷
物
に
向
け
ら
れ
、
政
治
的
な
意
見
表
明
を
国
家
の
管
理
下
に
置

く
こ
と
が
プ
レ
ス
法
制
を
支
え
る
原
理
の
ひ
と
つ
と
な
る
。

次
に
、
検
閲
実
務
の
担
い
手
の
考
察
に
移
ろ
う
。
ま
ず
、
書
物
の
内
容
に
応
じ
た
専
門
知
識
を
も
ち
そ
の
書
物
を
検
閲
で
き
る
人
間

を
多
く
提
供
で
き
る
の
は
大
学
で
あ
り
、
教
授
が
検
閲
を
行
な
う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
学
に
よ
る
検
閲
と
な
ら

ん
で
、
各
地
の
官
庁
も
ま
た
検
閲
を
実
施
す
る
が
、
こ
こ
で
は
当
地
で
最
も
知
的
な
人
間
が
検
閲
を
実
施
し
た
。
そ
し
て
そ
の
多
く
は

教
区
監
督

S
u

p
erin

ten
d

en
t

の
職
に
あ
る
聖
職
者
で
あ
っ
た
。
検
閲
の
目
的
の
ひ
と
つ
が
信
教
・
宗
教
の
保
護
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
聖
職
者
が
検
閲
を
行
な
う
こ
と
は
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
最
上
位
の
監
督
官
庁
が
宗
教
関
係
の
事
柄
を
管
轄
す
る
宗
務
局

K
on

sistoriu
m

で
あ
る
点
で
も
、
検
閲
は
依
然
と
し
て
宗
教
的
要
素
が
依
然
と
し
て
強
い
行
政
領
域
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
興

味
深
い
こ
と
に
、
ザ
ク
セ
ン
で
は
、
事
前
検
閲
を
誰
に
依
頼
す
る
の
か
は
印
刷
業
者
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
、
自
ら
に

都
合
の
よ
い
人
間
に
検
閲
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
で
検
閲
の
ハ
ー
ド
ル
が
低
く
な
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
検
閲
の
際
に
印
刷
業
者

が
支
払
う
検
閲
料
金
も
国
家
の
貴
重
な
収
入
と
な
る
。
彼
ら
は
詩
の
場
合
は
一
ボ
ー
ゲ
ン

(

一
六
頁)

に
つ
き
八
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
、
そ

の
他
の
印
刷
物
の
場
合
は
二
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
を
支
払
う
義
務
を
負
っ
た
。

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)
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一
七
七
九
年
の
通
則
は
、
そ
の
後
の
ザ
ク
セ
ン
検
閲
法
制
を
読
み
解
く
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ

の
通
則
は
一
九
世
紀
前
半
の
ザ
ク
セ
ン
国
に
お
け
る
検
閲
制
度
の
基
礎
を
構
築
し
た
か
ら
で
あ
る
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
崩
壊
後
の
ザ
ク

セ
ン
で
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
圧
力
下
で
一
八
一
二
年
八
月
一
〇
日
の
命
令

M
a

n
d

a
(

�)t

が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
文
学
や
政
治
の
領
域
で

の
自
由
な
意
見
表
明
を
抑
圧
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
命
令
で
あ
り
、
ザ
ク
セ
ン
で
プ
レ
ス
法
が
制
定
さ
れ
る
一
八
三
六
年
ま
で
効
力
を
保

ち
続
け
た
。
し
か
し
こ
の
命
令
は
、
既
存
の
諸
規
定
に
基
づ
く
検
閲
の
実
施
を
命
じ
た
た
め
、
本
質
的
な
修
正
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
な

く
一
七
七
九
年
の
通
則
が
三
月
前
期
の
プ
レ
ス
法
制
の
基
盤
と
し
て
活
用
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
中
世
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
て
ザ
ク
セ
ン
で
は
、
法
制
上
は
、
検
閲
の
脱
宗
教
化
、
国
家
へ
の
検
閲
権
力
の
一

元
化
が
行
な
わ
れ
出
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
一
八
一
二
年
の
命
令
で
は
、
検
閲
担
当
者
へ
の
指
導
が
初
歩
的
な
域
を

出
な
い
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
実
際
の
検
閲
の
場
面
で
は
、
検
閲
担
当
者
の
解
釈
や
恣
意
が
ま
か
り
通
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(

�)

本
章
で
は
、
一
九
世
紀
ま
で
の
プ
レ
ス
の
自
由
を
、
啓
蒙
思
想
と
検
閲
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
。
啓
蒙
思
想
と
い
う
自
然
法
思
想

の
影
響
を
受
け
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
人
権
の
ひ
と
つ
と
捉
え
る
理
解
が
ド
イ
ツ
に
も
登
場
す
る
。
同
時
に
、
プ
レ
ス
を
用
い
て
国
民
を

啓
蒙
す
る
と
い
う
試
み
は
、
国
民
と
い
う
読
者
層
に
対
す
る
視
線
を
生
み
出
し
、
プ
レ
ス
問
題
を
論
じ
る
際
に
そ
の
発
信
者
だ
け
で
は

な
く
受
信
者
も
重
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

一
方
で
プ
レ
ス
の
脱
宗
教
化
は
、
読
者
層
を
拡
大
し
、
彼
ら
が
プ
レ
ス
に
ア
ク
セ
ス
し
自
分
の
思
想
や
見
解
を
表
現
す
る
機
会
を
創

出
す
る
。
他
方
で
検
閲
に
お
け
る
世
俗
化
は
、
宗
教
的
な
内
容
に
対
す
る
監
視
の
比
重
を
下
げ
、
政
治
的
な
内
容
を
規
制
す
る
動
き
を

促
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
検
閲
か
ら
の
自
由
と
し
て
の
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
宗
教
・
信
仰
の
自
由
か
ら
次
第
に
意
見
表
明
の
自
由

と
い
う
色
彩
を
帯
び
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
自
由
の
享
受
者
も
ま
た
、
も
は
や
一
部
の
特
権
的
な
人
間
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
、
思
考

論 説
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し
意
見
を
形
成
す
る
人
間
へ
と
拡
大
す
る
契
機
が
提
供
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
プ
レ
ス
の
自
由
は
よ
う
や
く
理
論
構
築
の
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
一
九
世
紀
に
見
ら
れ

る
プ
レ
ス
の
自
由
の
展
開
の
た
め
の
下
地
が
少
し
ず
つ
準
備
さ
れ
て
い
る
。
次
章
で
は
、
依
然
と
し
て
不
文
の
ま
ま
で
あ
る
プ
レ
ス
の

自
由
を
成
文
化
し
、
法
的
に
保
障
す
る
こ
と
を
求
め
る
一
九
世
紀
の
プ
レ
ス
の
自
由
論
を
検
討
す
る
。

第
二
章

一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
プ
レ
ス
の
自
由
の
展
開

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
崩
壊
と
と
も
に
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ス
の
直
接
ま
た
は
間
接
支
配
下
に
置
か
れ
、
そ
の
後
、
解
放
戦
争
で
の
勝
利
に

よ
っ
て
ド
イ
ツ
同
盟
が
組
織
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
、
プ
レ
ス
の
自
由
が
国
民
と
政
治
と
の
距
離
を
縮
め
る
よ
う
作
用
す

る
一
方
で
、
他
方
で
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
法
的
保
障
を
め
ぐ
る
理
論
的
対
立
が
見
ら
れ
る
。
本
章
で
は
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
支

配
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
プ
レ
ス
の
自
由
の
発
展
に
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
証
す
る
。
続
い
て
、
草
創
期
の
ド
イ

ツ
同
盟
が
プ
レ
ス
の
自
由
に
対
し
て
い
か
な
る
態
度
で
臨
み
、
い
か
な
る
法
整
備
を
行
な
う
の
か
と
い
う
問
題
を
、
ド
イ
ツ
同
盟
規
約

を
題
材
に
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。

一

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配

人
権
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
続
く
一
九
世
紀
に
お
い
て
、
成
文
の
権
利
と
な
る
た
め
の

一
歩
を
踏
み
出
す
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
崩
壊
後
、
い
く
つ
か
の
ラ
ン
ト
で
は
個
々
の
検
閲
規
則
が
効
力
を
持
ち
続
け
た
が
、
プ
レ
ス
を

監
視
す
る
た
め
の
統
一
的
な
構
想
も
法
的
根
拠
を
も
つ
制
度
も
ド
イ
ツ
か
ら
は
失
わ
れ
た
。

(

�)

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
に

よ
る
支
配
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
プ
レ
ス
の
自
由
の
展
開
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)
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(

１)

ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
プ
レ
ス
政
策

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
プ
レ
ス
政
策
は
、
絶
対
主
義
国
家
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
な
、
一
方
的
に
プ
レ
ス
を
否
定
・
弾
圧
す
る
こ
と
に
重

点
を
置
か
な
い
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
自
ら
の
指
導
的
な
地
位
を
堅
固
な
も
の
と
す
る
た
め
に
プ
レ
ス
を
利
用
し
、
プ
レ
ス
の
力
を
と
り

わ
け
対
外
政
策
の
面
で
効
果
的
に
用
い
よ
う
と
し
た
。

(

�)

彼
の
政
策
の
特
質
は
、
情
報
の
流
布
も
消
費
も
自
ら
の
管
理
下
に
置
き
、
プ
レ

ス
を
統
治
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
特
質
は
、
巧
妙
な
公
論
操
作
に

(

�)

あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
彼
自
身
の
経

験
か
ら
、
公
論
の
力
の
大
き
さ
を
よ
く
理
解
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
公
論
の
怖
さ
に
も
精
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は

ド
イ
ツ
の
プ
レ
ス
の
動
き
を
警
戒
し
、
そ
の
弾
圧
を
試
み
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
ド
イ
ツ
で
発
行
す
る
新
聞
数
を
抑
制
す
る
こ
と
で
新

聞
に
対
す
る
監
視
を
容
易
に
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
府
新
聞

『

モ
ニ
ト
ゥ
ー
ル

L
e

M
on

iteu
r

u
n

iversel』

に
官
報
と
し
て
の
地
位
を
与

え
る
こ
と
で
他
の
新
聞
が
独
自
の
政
治
的
な
記
事
を
掲
載
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
。

(

�)

フ
ラ
ン
ス
に
併
合
さ
れ
た
地
域
で
は
ド
イ
ツ
の
新

聞
が
発
禁
と
な
り
、
ラ
イ
ン
同
盟
諸
国
で
は
基
本
的
に
は
各
国
の
自
治
が
承
認
さ
れ
た
も
の
の
、
プ
レ
ス
政
策
に
お
い
て
は
ナ
ポ
レ
オ

ン
の
意
思
が
貫
徹
さ
れ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
当
地
の
省
庁
を
用
い
て
間
接
的
な
プ
レ
ス
政
策
を
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の

国
家
に
対
し
て
直
接
的
に
干
渉
を
行
な
っ
た
。

(

�)

こ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
ド
イ
ツ
支
配
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
論
の
地
位
の
向
上
に
図
ら
ず
も
寄
与
し
、
こ
の
こ
と
が
プ
レ
ス
の

自
由
に
新
た
な
正
当
化
事
由
を
付
与
す
る
。
公
論
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
と
プ
レ
ス
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

(

２)

愛
国
心
の
政
治
化

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
は
、｢

ド
イ
ツ
民
族｣

、｢

ド
イ
ツ
国
家｣

を
ド
イ
ツ
諸
国
に
意
識
さ
せ
、
愛
国
心
を
国
民
に
植
え
つ
け
、
対
フ

ラ
ン
ス
と
い
う
政
策
の
下
で
彼
ら
を
結
集
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
一
八
世
紀
に
は
い
ま
だ
文
化
的
一
体
性
の
域
を
出
な
か
っ
た
ド
イ

ツ
国
民
の
意
識
が
政
治
的
一
体
性
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

(

�)

論 説
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こ
の
よ
う
な
愛
国
心
の
政
治
化
に
対
し
て
多
大
な
貢
献
を
し
た
の
は
、
プ
レ
ス
で
あ
る
。『

ド
イ
ツ
民
衆
本

D
ie

teu
tsch

en

�
������

�	
�』

の
執
筆
も
手
が
け
、
文
芸
の
分
野
に
お
い
て
国
民
意
識
の
鼓
舞
に
尽
力
し
た
ゲ
レ
ス

J.
�
����

は
、
時
事
評
論
家
と

し
て
も
多
数
の
新
聞
発
行
に
携
わ
り
、
新
聞
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

(

�)

プ
レ
ス
自
身
の
奮
起
に
加
え
て
、
プ
レ
ス
を
取
り
巻
く
環

境
も
プ
レ
ス
の
伸
張
に
有
利
に
働
い
た
。
プ
レ
ス
と
ド
イ
ツ
諸
国
家
と
の
間
に
友
好
的
な
関
係
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
諸

政
府
は
、
プ
レ
ス
に
よ
る
祖
国
愛
の
普
及
と
流
布
の
な
か
に
自
ら
と
共
通
の
利
害
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
プ
レ
ス
と
諸
政

府
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
共
通
の
敵
と
み
な
し
、
プ
レ
ス
の
側
か
ら
し
て
も
、
ド
イ
ツ
諸
侯
に
よ
る
検
閲
よ
り
は
む
し
ろ
、
祖
国
の
敵
で
あ

る
簒
奪
者
・
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
検
閲
が
非
難
の
対
象
で
あ
っ
た
。
愛
国
心
を
旗
印
に
政
治
的
色
彩
を
強
め
た
プ
レ
ス
は
、
反
フ
ラ
ン
ス

闘
争
を
国
民
に
呼
び
か
け
る
た
め
の
重
要
な
ツ
ー
ル
と
な
る
。
多
く
の
新
聞
は
、
軍
隊
装
備
の
た
め
の
寄
付
や
鉄
製
造
の
た
め
の
指
輪

の
拠
出
な
ど
を
求
め
る
記
事
を
連
日
掲
載
し
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
見
れ
ば
支
配
体
制
を
揺
る
が
す
脅
威
に
、
ド
イ
ツ
諸
政
府
か
ら
見
れ
ば

国
民
の
愛
国
心
を
煽
る
格
好
の
メ
ガ
ホ
ン
と
な
っ
た
。

(

�)

プ
レ
ス
を
利
用
す
る
と
い
う
統
治
者
の
思
惑
を
度
外
視
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
政
治
的
社
会
的
状
況
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
求
め
る

意
識
を
人
々
の
間
に
浸
透
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ド
イ
ツ
支
配
は
、
ド
イ
ツ
諸
国
に
お
け
る
対
フ
ラ
ン
ス
政
策
の
な
か

で
醸
成
さ
れ
る
愛
国
心
の
政
治
化
を
促
す
が
、
そ
の
道
具
の
ひ
と
つ
と
し
て
プ
レ
ス
の
果
た
す
役
割
は
看
過
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
と

し
て
ド
イ
ツ
の
幅
広
い
国
民
層
が
こ
の
時
期
、
政
治
的
関
心
を
も
ち
始
め
る
。
こ
の
な
か
で
、
国
家
や
政
治
に
関
す
る
他
人
の
意
見
を

自
由
に
読
み
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
自
分
の
意
見
を
自
由
に
表
明
す
る
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

二

プ
レ
ス
の
自
由
の
展
開

次
に
、
公
論���
�

����	

M

ein
u

n
g

(

�)

と
い
う
新
た
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
プ
レ
ス
の
自
由
に
い
か
に
作
用
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
に

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)
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移
ろ
う
。
一
七
九
八
年
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト

C
.

M
.

W
ie

lan
d

は
、
公
論
に
反
し
て
長
期
間
何
の
損
害
も
こ
う
む
ら
ず
統
治
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
論
じ
、

(

�)

公
論
に
価
値
を
見
出
し
た
。
こ
の
公
論
が
プ
レ
ス
の
自
由
の
保
障
の
正
当
化
に
不
可
欠
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
る
の
は
、

一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

(

１)
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
の
公
論

Ｒ
・
フ
ラ
ッ
ト
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
論
の
位
置
づ
け
は
解
放
戦
争
前
か
ら
そ
の
最
中
に
上
昇
す
る
。

(

�)

一
八
世
紀

に
は
、
啓
蒙
さ
れ
た
人
間
だ
け
が
公
論
形
成
の
た
め
の
判
断
能
力
を
も
つ
と
理
解
さ
れ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
は
教
養
市
民
層
で

あ
っ
た
。
確
か
に
一
八
世
紀
に
も
国
民
啓
蒙
の
萌
芽
は
確
認
で
き
る
が
、
公
論
の
担
い
手
の
下
方
拡
大
が
一
層
志
向
さ
れ
る
の
は
、
民

族
精
神
・
国
民
精
神
と
い
う
語
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
一
九
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
精
神
を
体
現
す
る
公
論
は
、
も
は
や
教

養
や
身
分
と
い
う
境
界
線
を
も
た
ず
、
祖
国
ド
イ
ツ
の
た
め
に
尽
力
し
う
る
す
べ
て
の
者
が
そ
の
形
成
に
携
わ
る
資
格
を
有
す
る
と
い

う
理
解
に
ま
で
到
達
す
る
。
こ
の
理
解
は
、
公
共
性
の
空
間
の
拡
大
を
試
み
、
公
共
性
の
担
い
手
を

｢

普
通
の
人
間

gem
ein

er

M
a

n
n
(

�)｣

に
ま
で
拡
げ
る
こ
と
を
求
め
た
。

さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
公
論
の
も
つ
価
値
に
も
変
化
が
生
じ
る
。
公
論
を
、
単
に
公
衆
の
意
見
に
終
始
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
普
遍

的
で
最
高
の
審
判
、
倫
理
的
な
特
徴
や
力
を
備
え
た
審
判
と
し
て
作
用
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
す
る
見
解
が
現
れ
る
。

(

�)

こ
の
見
解
に
よ
れ

ば
、
公
論
は
、
何
ら
か
の
政
治
的
決
定
が
行
な
わ
れ
る
際
に
、
そ
の
決
定
を
よ
り

｢

正
し
い｣

も
の
へ
と
修
正
す
る
資
格
を
備
え
て
い

る
と
さ
れ
る
。
ゲ
レ
ス
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
公
論
に
卓
越
し
た
価
値
を
認
め
る
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
公
論
と
は
単
な

る
意
見
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
生
き
生
き
と
し
た
良
心
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

(
�)

公
論
の
自
由
な
言
葉
の
み
が
、
権
力
や
利
益
に
ま
み
れ

た
眩
惑
か
ら
人
々
を
救
う
の
で
あ
っ
て
、
人
々
は
、
公
論
を
形
成
し
そ
の
公
論
に
自
由
に
発
言
さ
せ
る
努
力
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と

彼
は
説
い
て
い
る
。

(

�)

論 説
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(

２)

プ
レ
ス
の
自
由
と
公
論

公
論
に
価
値
を
見
出
す
見
解
は
、
国
民
と
政
治
と
の
距
離
を
縮
め
、
国
民
の
意
見
す
な
わ
ち
公
論
を
政
治
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
を
目

指
す
。
確
か
に
こ
こ
で
い
わ
れ
る
国
民
と
は
、
一
般
的
に
は
教
養
と
財
産
を
有
す
る
市
民
層
を
指
す
が
、
他
国
に
よ
る
支
配
と
い
う
特

異
な
政
治
状
況
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
制
約
を
克
服
し
て
よ
り
広
い
層
の
国
民
を
国
家
に
動
員
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら

れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

国
民
の
声
と
し
て
政
治
に
お
け
る
公
論
の
役
割
を
重
視
す
る
見
解
は
、
一
面
で
は
国
民
代
表
の
選
出
を
、
他
面
で
は
プ
レ
ス
の
自
由

の
法
的
保
障
を
求
め
る
運
動
へ
と
連
な
る
。
つ
ま
り
、
代
表
制
と
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
国
民
の
国
政
参
加
と
い
う
目
的
の
達
成
の
た
め

に
、
互
い
に
関
連
を
も
ち
な
が
ら
展
開
す
る
。
公
論
を
国
政
に
反
映
さ
せ
る
機
能
を
担
う
代
表
制
に
は
、
国
民
の
代
表
か
ら
構
成
さ
れ

る
議
会
の
設
置
が
欠
か
せ
な
い
。

(

�)
他
方
、
公
論
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
国
民
同
士
が
自
由
に
情
報
や
意
見
、
思
想
な
ど
を
伝
え
合
い
、

自
ら
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
要
請
に
応
え
る
た
め
に
プ
レ
ス
は
存
在
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
プ
レ
ス
は
自
由
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
レ
ス
を
通
じ
て
公
に
意
見
表
明
を
行
な
う
権
利
は
、
プ
レ
ス
業
務
に
関
わ
る
者
自
身
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
読
者
た
る
国
民
の
た
め
に
求
め
ら
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
、
個
々
人
の
意
思
に
対
し
て
全
体
意
思
を
表
明
す
る
制
度
と
し
て
の
プ
レ

ス
が
脚
光
を
浴
び
る
。

(

�)

ゲ
レ
ス
の
見
解
を
見
て
お
こ
う
。
ゲ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
新
聞
は
、
誰
も
が
納
得
す
る
和
音
を
探
し
当
て
る
た
め

に
存
在
し
、
国
民
の
代
弁
者
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
価
値
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
に
公
論
は
、
襲
っ
て
く
る
危
機
か
ら
新
聞
を
守
る
盾

と
も
な
る
と
ゲ
レ
ス
は
説
い
て
い
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
国
民
が
自
由
に
発
言
す
る
前
提
条
件
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『

国
家
学
辞
典』

で
は
さ
ら
に
明
瞭
に
、
公
論
を
軸
に
し
て
プ
レ
ス
の
自
由
と
代
表
制
の
関
係
が

(

�)

整
理
さ
れ
て
い
る
。
西
南
ド
イ
ツ

自
由
主
義
者
の
手
に
よ
る
こ
の
辞
典
で
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
と
は
、
公
の
諸
問
題
に
関
し
て
何
の
制
約
も
な
く
意
思
の
伝
達
が
で
き
る

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)
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こ
と
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
国
民
の
要
求
や
願
望
を
政
府
や
議
会
に
知
ら
し
め
る
公
論
を
形
成
す
る
が
ゆ

え
に
、
公
論
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
代
表
制
に
と
っ
て
は
本
質
的
で
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
る
。『

国
家
学
辞
典』

は
、
自
由
な

プ
レ
ス
が
な
け
れ
ば
国
制
自
体
の
あ
り
方
が
政
府
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
と
指
摘
し
、
プ
レ
ス
の
自
由
に
統
治
者

を
監
視
す
る
責
務
を
割
り
振
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
三
月
前
期
に
は
、
時
事
問
題
を
伝
達
す
る
責
務
と
と
も
に
、
国
民
の
意
見
を
形
成
す
る
責
務
を
自
由
な
プ
レ
ス
に
求

め
る
動
き
が
確
認
で
き
る
。

(

�)

プ
レ
ス
の
自
由
は
、
個
人
の
権
利
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
と
同
時
に
、
国
政
に
作
用
す
る
公
論
を
形
成
す
る

制
度
と
し
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
公
論
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、

代
表
制
に
欠
か
せ
な
い
公
論
を
形
成
す
る
た
め
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
己
正
当
性
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
支
配
は
、
一
方
で
は
、
国
家
や
政
治
に
関
す
る
情
報
を
流
布
す
る
プ
レ
ス
の
機
能
を
拡
張
さ
せ
、
他
方
で
は
、
プ

レ
ス
と
の
統
一
戦
線
を
望
む
諸
政
府
の
寛
容
な
態
度
を
背
景
に
、
プ
レ
ス
の
存
在
意
義
を
高
め
た
。
そ
し
て
な
に
よ
り
こ
の
時
期
は
、

プ
レ
ス
の
自
由
を
公
論
と
代
表
制
い
う
新
た
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
結
び
つ
け
る
機
会
を
提
供
し
た
。
お
り
し
も
ド
イ
ツ
の
幅
広
い
層
に
政

治
的
関
心
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
プ
レ
ス
の
自
由
は
国
民
の
政
治
参
加
の
前
提
と
な
る
よ
う
期
待
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

プ
レ
ス
の
自
由
の
保
障
が
公
共
性
へ
の
関
与
、
い
い
換
え
れ
ば
、
国
政
参
加
の
機
会
を
保
障
す
る
と
い
う
プ
レ
ス
の
自
由
論
が
芽
生
え

る
こ
と
に
な
っ
た
。

(

１)

ボ
ン
基
本
法
の
定
め
る

P
ressefreih

eit

の
内
実
は
、｢

出
版
の
自
由｣
よ
り
も
、
日
本
で
議
論
さ
れ
る

｢

報
道
の
自
由｣

に
相
当
す
る

と
い
う
憲
法
学
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
本
論
で
も

｢

プ
レ
ス
の
自
由｣

と
い
う
訳
語
を
使
用
す
る
。
こ
の
理
解
に
つ
い
て
は
浜
田
純
一

『

メ

デ
ィ
ア
の
法
理』

(

日
本
評
論
社
、
一
九
九
〇
年)

七
二
頁
を
参
照
。
し
か
し
、
こ
の
理
解
が
即
座
に
近
代
の

P
ressefreih

eit

に
も
妥
当
す

る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
同
時
代
人
が

P
resse

を
い
か
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
は
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

論 説
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本
論
で
は
便
宜
上

｢

プ
レ
ス
の
自
由｣

と
い
う
訳
語
を
統
一
し
て
用
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
。

(

２)
B

V
e

rfE
,

2
0
,

1
6

2
(

1
7

5
f.)

;
7

3
,

1
1

8
(

1
8

0)
;

9
7
,

1
2

5
(

1
4

4)
.

プ
レ
ス
が
公
的
責
務
を
達
成
す
る
た
め
の
前
提
条
件
を
憲
法
上
保
障

す
る
と
い
う
意
味
で
プ
レ
ス
に
制
度
的
保
障
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
公
的
責
務
に
法
的
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
は
判
例
、
通
説

と
も
に
消
極
的
で
あ
る
。
鈴
木
秀
美

『

放
送
の
自
由』

(

信
山
社
、
二
〇
〇
〇
年)

一
六
頁
参
照
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
自
由
な

プ
レ
ス
は
社
会
的
な
存
在

gesellsch
a

ftlisch
er

B
efu

n
d

で
あ
り
、
制
度
保
障
と
し
て
の
私
法
上
の
制
度
で
も
、
制
度
的
な
保
障
と
し
て
の

公
法
上
の
制
度
で
も
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
。B

.
P

ie
ro

th
/

B
.

S
ch

lin
k
,

G
ru

n
d

re
ch

te
S

taatsre
ch

t
II,

U
lm

,
2

0
0

5
,

S
.

1
9
,
(

永
田
秀

樹
・
松
本
和
彦
・
倉
田
原
志
訳)

『

現
代
ド
イ
ツ
基
本
権』
(

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
一
年)

二
七
、
二
八
頁
。
以
上
の
よ
う
な
プ
レ
ス
の
制

度
的
理
解
に
関
す
る
判
例
と
学
説
を
整
理
し
た
の
は
、
浜
田
・
前
掲
書
三－

六
〇
頁
で
あ
る
。

(

３)
H

g
.

v
.

D
.

C
.

U
m

b
ach

u
n

d
T

.
C

le
m

e
n

s,
G

ru
n

d
g
e

se
tz,

B
d
.

I,
H

e
id

e
lb

e
rg

,
2

0
0

2
,

S
.

4
4

3
f.

情
報
や
意
見
を
交
換
す
る
こ
と
で
、

民
主
主
義
に
と
っ
て
不
可
欠
な
形
式
と
強
度
を
も
っ
た
批
判
や
監
視
、
そ
し
て
政
治
的
対
立
を
行
な
う
こ
と
が
初
め
て
可
能
と
な
り
、
こ
の

こ
と
が
、
プ
レ
ス
の
自
由
も
含
め
た
基
本
法
五
条
一
項
の
保
障
の
意
味
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
精
神
的
に
議
論
す
る
こ
と
、
多
様
な
見
解

や
理
念
を
闘
わ
せ
る
こ
と
の
み
が
国
家
意
思
を
形
成
す
る
た
め
の
正
し
い
道
で
あ
り
、
精
神
的
な
自
由
は
自
由
な
民
主
制
に
と
っ
て
決
定
的

に
重
要
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
多
く
の
判
例
に
お
い
て
、
五
条
の
保
障
す
る
諸
権
利
が
民
主
制
原
理
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。E

b
d
.

(

４)

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
帝
国
憲
法
一
四
三
条
は
、｢
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
そ
し
て
い
か
な
る
方
法
で
も
、
検
閲
、
印
刷

許
可
、
担
保
供
与
、
国
家
版
、
印
刷
あ
る
い
は
書
籍
業
者
に
対
す
る
制
約
、
郵
送
禁
止
あ
る
い
は
自
由
流
通
に
対
す
る
そ
の
他
の
妨
害
と
い

う
予
防
措
置
を
用
い
て
、
制
限
さ
れ
、
停
止
さ
れ
、
廃
止
さ
れ
て
は
な
ら
な
い｣

と
定
め
る
。E

.
R

.
H

u
b
e

r,
D

o
k

u
m

e
n

te
zu

r
d
e

u
tsch

e
n

V
e

rfassu
n

g
sg

e
sch

ich
te

,
B

d
.

1
,

S
tu

ttg
art,

B
e

rlin
,
�
���

u
n

d
M

ain
z,

1
9

7
8
,

S
.

1
4

3
.

(

５)

三
月
前
期
の
諸
ラ
ン
ト
の
憲
法
で
は
、
基
本
権
で
は
な
く
、｢
臣
民
の
権
利｣

や

｢

一
般
的
な
権
利
義
務｣

と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
憲
法
で
は
自
由
は
国
家
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
み
観
念
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。

P
ie

ro
th

/
S

ch
lin

k
,

a.
a.

O
.,

S
.

8
ff,
(

邦
訳
一
二－

一
四
頁)

参
照
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
見
解
が
、
三
月
前
期
の
憲
法
に
保
障
さ
れ
る
プ

レ
ス
の
自
由
の
意
義
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
れ
ば
、
筆
者
は
こ
の
見
解
に
は
賛
同
し
か
ね
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
本
稿
は
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
が
定
め
る
プ
レ
ス
の
自
由
は
一
九
世
紀
前
半
の
法
理
論
の
な
か
で
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)
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立
場
を
と
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
三
月
前
期
の
主
要
ラ
ン
ト
の
憲
法
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り

H
u

b
e

r,
D

o
k

u
m

e
n

te
,

B
d
.

1
,

S
.

1
5

5
ff.

を
参
照
。

(
６)

U
.

E
ise

n
h

ard
t,

D
ie

k
aise

rlich
e

A
u

fsich
t
�
��
�

B
u

ch
d

ru
ck

,
B

u
ch

h
an

d
e

l
u

n
d

P
re

sse
im

H
e

ilig
e

n
�
��

�	
�
��

R
e

ich
D

e
u

tsch
e

r

N
atio

n
(

1
4

9
6
�

1
8

0
6)

,
K

arlsru
h

e
,

1
9

7
0
.;

d
e

rs.,
D

ie
G

aran
tie

d
e

r
P

re
sse

fre
ih

e
it

in
d

e
r

B
u

n
d

e
sak

te
v

o
n

1
8

1
5
.

in
;

D
e

r
S

taat,
1

0
.

B
d
.,

H
e

ft
3
,

B
e

rlin
,

1
9

7
1
,

S
.

3
3

9
-S

.
3

5
6
.;

d
e

rs.,
W

an
d

lu
n

g
e

n
v

o
n

Z
w

e
ck

u
n

d
M

e
th

o
d
e

n
d
e

r
Z

e
n

su
r

im
1

8
.

u
n

d
1

9
.

Jah
rh

u
n

d
e

rt.

in
;

H
g
.

v
.

H
.

G
.

G
o

p
fe

rt
u

n
d

E
.

W
e

rrau
ch

,
U

n
m

o
ralisch

an
sich

...:
Z

e
n

su
r

im
1

8
.

u
n

d
1

9
.

Jah
rh

u
n

d
e

rt,
W

ie
sb

ad
e

n
,

1
9

8
8
,

S
.

1
-S

.

3
5
.

ま
た
近
年
、
一
九
世
紀
の
ラ
ン
ト
の
個
別
研
究
が
大
き
く
進
展
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
ザ
ク
セ
ン
大
公
国
に
お
け
る
プ
レ
ス
の
自

由
と
検
閲
に
関
す
る
法
理
と
実
務
を
扱
っ
て
い
る
の
が
ヴ
ェ
ス
タ
ー
カ
ン
プ
の
研
究
で
あ
る
。D

.
W

e
ste

rk
am

p
,

P
re

sse
fre

ih
e

it
u

n
d

Z
e

n
su

r
im

S
ach

se
n

d
e

s

���

����
B

ad
e

n
-B

ad
e

n
,

1
9

9
9
.

プ
レ
ス
の
自
由
の
対
概
念
と
み
な
さ
れ
る
検
閲
に
つ
い
て
は
、
中
世
か
ら
近

代
に
か
け
て
は
前
述
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ル
ト
の
研
究
が
、
そ
れ
に
続
く
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
ボ
ン
基
本
法
に
お
い
て
の
検
閲
法
理
の
研
究
と

し
て
は
、B

.
R

ie
d
e

r,
D

ie
Z

e
n

su
rb

e
g

riffe
d

e
s

A
rt.

1
1

8
A

b
s.

2
d

e
r

W
e

im
are

r
R

e
ich

sv
e

rfassu
n

g
u

n
d

d
e

s
A

rt.
5

A
b

s.
1

S
atz

3
d

e
s

B
o

n
n

e
r

G
ru

n
d

g
e

se
tze

s,
B

e
rlin

,
1

9
7

0
.

が
、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、D

.
B

re
u

e
r,

G
e

sch
ich

te
d

e
r

lite
rarisch

e
n

Z
e

n
su

r
in

D
e

u
tsch

lan
d
,

H
e

id
e

lb
e

rg
,

1
9

8
2
,
(

浜
本
隆
志
・
宇
佐
美
幸
彦
・
芳
原
政
弘
訳)

『

ド
イ
ツ
の

文
芸
検
閲
史』

(

関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年)

が
あ
る
。
出
版
史
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、R

.

W
ittm

an
n
,

G
e

sch
ich

te
d
e

s
d

e
u

tsch
e

n
B

u
ch

h
an

d
e

ls,
�
�
�

�
��

�
1

9
9

1
.

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ヴ
ィ
ッ
ト
マ
ン
は
、
プ
レ
ス
の
発
信
者
と

受
信
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
の
展
開
を
中
世
か
ら
現
代
ま
で
を
通
し
て
綿
密
に
叙
述
し
て
い
る
。

(

７)
F

.
S

ch
n

e
id

e
r,

P
re

sse
fre

ih
e

it
u

n
d

p
o

litisch
e
�
����

���
�
�
����

N
e

u
w

ie
d

am
R

h
e

in
u

n
d

B
e

rlin
,

1
9

6
6
.

シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
研
究
が
、

文
芸
的
公
共
性
を
経
て
政
治
的
公
共
性
へ
と
展
開
す
る
市
民
的
公
共
圏
に
関
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
成
果
を
踏
ま
え
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
が
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
に
特
化
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。E

b
d
.,

S
.

1
3
.

こ
こ
で
い
う
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
研
究
成
果
と
は
、J.

H
ab

e
rm

as,
S

tru
k

tu
rw

an
d

e
l

d
e

r
�
����

���
�
�
����

D
arm

stad
t

u
n

d
N

e
u

w
ie

d
,

1
9

7
9
,
(

細
谷
貞
雄
・
山
田
正
行
訳)

『

公
共
性
の
構
造
転
換：

市
民
社
会
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
探
求』

(

未
来
社
、
一
九
九
四
年)

で
あ
る
。

(

８)

石
村
善
治

｢

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
表
現
の
自
由

(

一)｣

法
学
論
叢

(

福
岡
大
学)
二
巻
一
号

(

一
九
五
七
年)

一
頁
以
下
、
同

｢

ワ

論 説
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イ
マ
ー
ル
憲
法
と
表
現
の
自
由

(

二
・
完)｣

法
学
論
叢
二
巻
二
号

(

一
九
五
八
年)

二
八
九
頁
以
下
、
長
尾
一
紘

｢

検
閲
の
法
理

(

一)

ド
イ
ツ
に
お
け
る
検
閲
法
理
を
手
が
か
り
と
し
て

｣

法
学
新
法
一
〇
一
巻
七
号

(

一
九
九
五
年)

一
頁
以
下
、
同

｢

検
閲
の
法
理

(

二)｣

法
学
新
法
一
〇
三
巻
九
号

(

一
九
九
七
年)

一
頁
以
下
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
せ
よ
。
石
村
論
文
で
は
、
表
現
の
自
由
を
考
察
す
る
に
際

し
、
中
世
ド
イ
ツ
に
遡
り
、
そ
の
自
由
を
抑
圧
す
る
検
閲
と
の
関
係
か
ら
表
現
の
自
由
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
石
村
氏
に
よ
れ
ば
、
プ
レ
ス

の
自
由
を
定
め
る
ド
イ
ツ
同
盟
規
約
一
八
条
は

｢

カ
ラ
の
約
束｣

で
あ
り
同
規
約
も

｢

実
質
的
に
は
、
メ
ッ
タ
ー
ニ
ッ
ヒ
に
よ
る
自
由
主
義

運
動
弾
圧
の
た
め
の
装
置｣

で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
解
釈
は
精
確
さ
を
欠
く
。
と
い
う
の
も
、
同
盟
規
約
一
八
条
の
法
的

性
格
と
そ
の
意
義
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
で
も
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
立
ち
入
っ
た
検
証
が
必
要

で
あ
る
。
長
尾
氏
は
、
日
本
法
と
の
比
較
を
行
な
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
ボ
ン
基
本
法
が
定
め
る
検
閲
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
検
閲
概
念
構

成
に
際
し
て
ド
イ
ツ
が
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
一
九
世
紀
の
検
閲
制
度
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
歴
史

的
経
験
か
ら
、
検
閲
が
プ
レ
ス
の
自
由
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
検
閲
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
は
プ
レ
ス
の
自
由
を
第
一
義
的
に
問
題

と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
こ
の
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

９)

石
川
健
治

『

自
由
と
特
権
の
距
離』
(

日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年)

。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
プ
レ
ス
の
自
由
は

長
ら
く
憲
法
律
的
な
保
障
の
対
象
と
は
さ
れ
ず
、
プ
レ
ス
の
自
由
は
法
律
の
留
保
の
下
に
置
か
れ
た
こ
と
で
、
議
会
に
よ
る
自
由
の
担
保
に

対
す
る
不
信
感
か
ら
プ
レ
ス
規
定
は
議
会
対
抗
的
な
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
プ
レ
ス
の
自
由
規
定
は
、｢

意
見
表
明
の

自
由
の
保
障
に
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
て
き
た
典
型
的
規
定
を
法
律
の
形
で
規
範
化
す
る
よ
う
、
議
会
に
対
し
て
義
務
付
け
る
も
の
に
過
ぎ｣

ず
、｢

意
見
表
明
の
一
般
的
自
由
を
確
保
す
べ
く
、
そ
の
た
め
の
特
定
の
技
術
的
手
段
を
確
保
す
る
た
め
に
、
当
該
自
由
に
連
接
し
て
設
け

ら
れ
た
自
由
保
証
の
規
定｣

で
あ
る
と
論
証
さ
れ
る
。
前
掲
書
一
五
二－

一
五
四
頁
参
照
。
意
見
表
明
の
自
由
と
プ
レ
ス
の
自
由
と
の
関
係

に
つ
い
て
の
こ
の
指
摘
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
生
成
と
展
開
を
考
え
る
う
え
で
意
義
深
い
。
同
時
に
、
ボ
ン
基
本
法
五
条
一
項
二
文
が
制
度

的
保
障
を
含
む
の
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
に
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。

(

�)
W

e
ste

rk
am

p
,

a.
a.

O
.,

S
.

1
f.

(

�)
S

ch
n

e
id

e
r,

a.
a.

O
.,

S
.

1
0

2
f.

(

�)

戸
叶
勝
也『

ド
イ
ツ
出
版
の
社
会
史』

(

三
修
社
、
一
九
九
二
年)

二
九
、
三
一－

三
三
頁
参
照
。
一
五
〇
〇
年
に
は
、
ド
イ
ツ
帝
国

領
内
の
六
二
ヶ
所
に
印
刷
所
が
作
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
二
万
七
千
点
も
の
印
刷
物
が
出
回
っ
た
。
ラ
テ
ン
語
以
外
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)
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各
国
語
で
記
さ
れ
た
書
物
が
全
体
の
二
二
％
を
占
め
た
。
発
行
部
数
に
関
し
て
は
、
一
般
的
な
書
籍
で
あ
れ
ば
一
〇
〇
〜
三
〇
〇
部
、
ミ
サ

典
書
の
場
合
は
そ
の
二
倍
の
数
が
見
込
め
た
。
当
時
の
読
書
層
と
み
な
さ
れ
る
高
度
な
教
養
市
民
層
は
六
万
人
程
度
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

前
掲
書
三
七－

三
九
頁
、
五
四
、
五
五
頁
参
照
。

(
�)
書
物
の
書
き
手
や
読
み
手
を
論
じ
る
際
に
は
、
文
盲
率
を
斟
酌
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
扱
う
時
期
に
お
け
る
文
盲
率
に
つ
い
て

は
さ
し
あ
た
り
、R

.
E

n
g

e
lsin

g
,

A
n

alp
h

ab
e

te
n

tu
m

u
n

d
�
��

��
���

S
tu

ttg
art,

1
9

7
3
,
(

中
川
勇
治
訳)

『

文
盲
と
読
書
の
社
会
史』

(

思

索
社
、
一
九
八
五
年)

を
参
照
せ
よ
。

(

�)

ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
専
門
集
団
だ
け
が
享
受
す
る
自
由
を
特
権
と
評
し
て
い
る
。C

.
v
.

R
o

tte
ck

u
n

d
C

.
W

e
lck

e
r,

S
taats-

L
e

x
ik

o
n
,

3
.

B
d
.,

A
lto

n
a,

1
8

3
6
,

S
.

3
3

4
.

(

�)

ラ
テ
ン
語
出
版
物
数
を
ド
イ
ツ
語
出
版
物
数
が
凌
駕
す
る
の
は
一
六
九
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。R

.
W

ittm
an

n
,

B
u

ch
m

ark
t

u
n

d

�
��

��
��

im
1

8
.

u
n

d
1

9
.

Jah
rh

u
n

d
e

rt,
�
�
	
�

�
�
�
�

1
9

8
2
,

S
.

9
3

ff.

そ
の
後
も
ラ
テ
ン
語
の
占
め
る
割
合
は
低
下
し
続
け
、
一
六
五
〇
年

に
は
七
一
％
だ
っ
た
も
の
が
一
七
七
〇
年
に
は
一
四
％
、
一
八
〇
〇
年
に
は
わ
ず
か
四
％
に
ま
で
減
少
す
る
。
出
版
物
の
内
容
に
つ
い
て
も
、

一
七
四
〇
年
に
は
神
学
書
や
宗
教
書
が
半
数
を
占
め
て
い
た
が
、
一
八
〇
〇
年
に
は
一
〇
分
の
一
強
に
ま
で
激
減
す
る
。E

b
d
.,

S
.

9
6
.

以

上
の
こ
と
か
ら
、
一
八
世
紀
の
プ
レ
ス
世
界
は
、
自
国
語
で
記
さ
れ
た
非
宗
教
関
係
の
書
物
が
支
配
的
と
な
り
、
そ
の
読
み
手
も
送
り
手
も

も
は
や
宗
教
以
外
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

(

�)

一
八
世
紀
末
に
起
こ
る
読
書
革
命
に
つ
い
て
は
、R

.
E

n
g
e

lsin
g
,

Z
u

r
S

o
zialg

e
sch

ich
te

d
e

u
tsch

e
r

M
itte

l-u
n

d
U

n
te

rsch
ich

te
n
,


���
�

�
�
�
�

1
9

7
3
,

S
.

1
3

6
ff.

を
参
照
せ
よ
。

(

�)

戸
叶
・
前
掲
書
三
四－

三
七
、
五
一－

五
四
頁
参
照
。

(

�)
W

ittm
an

n
,

B
u

ch
m

ark
t,

S
.

6
9

ff.

こ
の
複
写
時
代
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
衰
退
と
と
も
に
、
ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
を
中
心
と
し
た
北

ド
イ
ツ
に
プ
レ
ス
産
業
を
奪
わ
れ
た
形
と
な
っ
た
南
ド
イ
ツ
の
帝
国
書
籍
業
者
が
、
海
賊
版
の
製
造
に
よ
っ
て
そ
の
損
失
を
補
お
う
と
し
た

こ
と
に
端
を
発
す
る
。
ザ
ク
セ
ン
政
府
な
ど
は
複
写
禁
止
命
令
を
出
す
が
効
果
は
な
く
、
業
を
煮
や
し
た
書
籍
業
者
は
後
に

｢

ド
イ
ツ
書
籍

業
商
取
引
組
合

B
orsen

verein
d

er
D

eu
tsch

en
�
�
��
���

����｣

を
設
立
す
る
。
複
写
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
単
な
る
業
者
間
の
利
害
闘
争
に

と
ど
ま
ら
ず
、
知
的
財
産
権
が
意
識
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。

(

�)

啓
蒙
専
制
君
主
の
な
か
に
は
一
時
的
に
せ
よ
検
閲
を
緩
和
し
た
者
も
お
り
、
こ
の
よ
う
な
君
主
の
態
度
が
人
々
の
期
待
を
高
め
た
と
い

論 説
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え
よ
う
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
は
一
七
八
一
年
、
宗
教
的
検
閲
の
禁
止
を
命
じ
、
発
禁
図
書
指
定
の
解
除
、
焚
書
探
し
の
た
め

の
家
宅
捜
査
の
禁
止
、
外
国
文
学
の
検
閲
の
緩
和
な
ど
を
実
施
し
た
。
同
様
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
も
、
検
閲
な
し
に
好
き

な
こ
と
を
書
く
こ
と
を
許
可
し
て
い
る
。
Ｍ
・
ｖ
・
ベ
ー
ン
著
、
飯
塚
信
雄
他
共
訳

『

ド
イ
ツ
十
八
世
紀
の
文
化
と
社
会』

(

三
修
社
、
一

九
八
四
年)

七
三－

七
六
頁
、
八
七
、
八
八
頁
参
照
。
こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
状
況
は
、
検
閲
法
が
緩
や
か
で
軽
微
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
プ

レ
ス
の
自
由
が
存
在
し
う
る
、
と
い
う
ス
ヴ
ァ
レ
ツ
の
言
葉
か
ら
も
証
明
さ
れ
る
。C

.
G

.
S

v
are

z,
�
�������

�
	��

R
e

ch
t

u
n

d
S

taat.
in

;

H
g
.

v
.

H
.

C
o

n
rad

u
n

d
G

.
K

le
in

h
e

y
e

r,


��

u
n

d
O

p
lad

e
n
,

1
9

6
0
,

S
.

4
9

7
.

(

�)

こ
の
思
想
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
憲
法
の
多
く
が
、
君
主
が
授
け
る
欽
定
憲
法
で
あ
っ
た
こ
と
の
基
盤
に
も
な
ろ
う
。
国
民
は
臣
民
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
有
す
る
権
利
も
ま
た
、
臣
民
の
権
利
で
あ
っ
て
基
本
権
で
は
な
か
っ
た
。

(

�)
E

ise
n

h
ard

t,
W

an
d

lu
n

g
e

n
,

S
.

3
.

一
八
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
プ
レ
ス
の
自
由
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、C

.
S

ch
ro

e
d
e

r-

A
n

g
e

rm
u

n
d
,

V
o

n
d
e

r
Z

e
n

su
r

zu
r

P
re

sse
fre

ih
e

it,
P

faffe
n

w
e

ile
r,

1
9

9
3
.

を
、
同
時
期
の
出
版
状
況
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
和
彦

｢

フ
ラ

ン
ス
革
命
期
前
後
の
出
版
文
化
史
研
究
序
論
・
上｣

出
版
研
究
二
二
号

(

一
九
九
一
年)

六
三
頁
以
下
、
同

｢

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
前
後
の
出

版
文
化
史
研
究
序
論
・
中｣

出
版
研
究
二
三
号

(

一
九
九
二
年)

一
〇
九
頁
以
下
、
同

｢

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
前
後
の
出
版
文
化
史
研
究
序
論

・
下｣

出
版
研
究
二
四
号

(

一
九
九
三
年)
四
三
頁
以
下
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

(

�)

ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
規
定
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、P

ie
ro

th
/

S
ch

lin
k
,

a.
a.

O
.,

S
.

6
ff,
(

邦
訳
一
〇－

一
二
頁)

を
参
照
。

ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
生
来
す
べ
て
の
人
間
が
平
等
に
有
す
る
自
由
の
ひ
と
つ
、
つ
ま
り
個
人
の
権
利
と
い

う
側
面
が
強
い
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ミ
ル
ト
ン
や
後
の
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
個
人
を
超
え
た
モ
チ
ー
フ
が
プ

レ
ス
の
自
由
に
見
出
さ
れ
る
と
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
指
摘
す
る
。
プ
レ
ス
の
自
由
は

｢

社
会
の
た
め
の
利
益
に
な
る｣

べ
き
だ
と
い
う
理
解
が

な
さ
れ
、
こ
の
理
解
で
は
プ
レ
ス
が
政
府
に
対
抗
す
る
公
論
を
形
成
す
る
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
解
は
一
九
世
紀
初
頭

の
ド
イ
ツ
に
も
紹
介
さ
れ
、
批
判
力
を
も
つ
市
民
は
、
公
論
を
政
府
に
対
し
て
知
ら
し
め
る
た
め
に
、
公
論
自
体
を
啓
蒙
し
改
善
す
る
た
め

に
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
も
つ
と
さ
れ
た
。S

ch
n

e
id

e
r,

a.
a.

O
.,

S
.

1
6

4
f.

一
九
世
紀
に
は
ミ
ル
が
自
然
権
の
枠
組
を
拒
否
し

｢

最
大
多
数

の
最
大
幸
福｣

を
規
準
に
据
え
、
個
人
主
義
か
ら
集
団
主
義
へ
の
転
換
を
図
り
、
さ
ら
に
彼
の
自
由
論
を
発
展
さ
せ
た
形
で
二
〇
世
紀
に
は
、

思
想
の
市
場
へ
の
政
府
の
介
入
を
許
容
す
る

｢

社
会
的
責
任
論｣

が
登
場
す
る
。
こ
の
理
論
で
は
、
巨
大
な
メ
デ
ィ
ア
の
出
現
で
半
永
久
的

に
情
報
の

｢

受
け
手｣

に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
大
衆
の
言
論
・
表
現
の
自
由
を
回
復
す
る
た
め
に
、
政
府
の
積
極
的
な
介
入
と
、
責
任
あ
る
プ

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)
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レ
ス
と
市
民
が
求
め
ら
れ
る
。
思
想
の
自
由
市
場
論
の
ミ
ル
ト
ン
か
ら
修
正
論
の
ミ
ル
へ
、
そ
し
て
社
会
的
責
任
論
へ
と
至
る
イ
ギ
リ
ス
の

プ
レ
ス
の
自
由
論
の
流
れ
を
整
理
し
て
い
る
の
は
、
大
井
眞
・
谷
藤
悦
史

｢

近
代
の
始
ま
り

｢

プ
レ
ス
の
自
由
論｣

再
考
に
向
け
て｣

新
聞
学
評
論
四
〇
巻

(

一
九
九
一
年)

四
二－

五
九
頁
で
あ
る
。

(
�)

S
ch

n
e

id
e

r,
a.

a.
O

.,
S
.

1
5

9
.

ケ
ル
ン
は
一
七
八
六
年
書
簡
の
な
か
で
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
人
権
の
ひ
と
つ
と
定
義
し
、
統
治
者
の
恩

寵
と
し
て
プ
レ
ス
の
自
由
を
請
い
求
め
る
態
度
を
批
判
し
て
い
る
。E

b
d
.,

S
.

1
4

9
.

ビ
ル
ク
ナ
ー
も
、
ド
イ
ツ
の
プ
レ
ス
の
自
由
に
は
法
律

に
よ
る
完
全
な
保
障
が
欠
け
て
い
る
と
指
摘
す
る
。M

.
G

.
B

irck
n

e
r,
�
���

d
ie

�
���

����	
�
�

u
n

d
ih

re
G

e
se

tze
,

L
e

ip
zig

,
1

7
9

7
,

S
.

1
4
.

(

�)

ス
ヴ
ァ
レ
ツ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、S

v
are

z,
a.

a.
O

.,
S
.

4
9

0
ff.

を
参
照
せ
よ
。
こ
の
見
解
は
、
論
説

｢

警
察
法
に
関
し
て｣

に
お

い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
論
説
で
彼
は
、
国
家
、
特
に
警
察
行
政
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
個
々
人
の
権
利
を
制
約
す
る
権
限
を

も
つ
の
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
警
察
法
の
原
則
と
し
て
、(

一)

市
民
社
会
の
た
め
、
あ
る
い
は
公
共
の
た
め
に
な
る
利
益

を
得
よ
う
と
す
る
際
に
、
確
か
な
道
徳
性
を
脅
か
す
甚
大
な
損
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
国
家
は
、
市
民
が
も
つ

生
来
の
自
由
を
警
察
法
に
よ
っ
て
制
約
す
る
権
限
を
有
す
る
、(

二)

全
体
あ
る
い
は
個
人
が
も
つ
自
由
を
国
家
が
制
約
し
て
も
許
さ
れ
る

の
は
、
国
家
が
彼
ら
の
自
由
を
制
約
し
な
い
こ
と
で
生
じ
る
損
害
が
、
彼
ら
が
自
由
を
制
約
さ
れ
る
こ
と
で
こ
う
む
る
損
害
よ
り
も
甚
大
で

あ
る
場
合
の
み
で
あ
る
、(

三)

警
察
法
に
よ
る
自
由
の
制
約
は
、
そ
う
す
る
こ
と
が
制
約
さ
れ
た
者
自
身
に
と
っ
て
も
利
益
と
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、(

四)

一
般
的
な
妨
害
や
危
険
を
回
避
す
る
目
的
で
自
由
を
制
約
す
る
と
い
う
国
家
の
権
利
は
、
単
に
幸
福
、
快
適
さ
、

美
し
さ
な
ど
副
次
的
利
益
を
促
進
す
る
目
的
で
制
約
を
な
す
権
利
に
勝
っ
て
い
る
、(

五)

国
家
は
、
す
べ
て
の
法
律
、
特
に
警
察
法
の
な

か
で
、
市
民
の
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
と
い
う
既
得
権
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、(

六)

公
の
危
険
か
ら
市
民
を
守
る
た
め
に
個
人

の
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
が
犠
牲
に
さ
れ
た
と
き
、
国
家
は
そ
の
犠
牲
に
対
す
る
正
当
な
賠
償
を
斟
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
六

つ
が
列
挙
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
検
閲
法
と
い
う
警
察
法
に
も
当
然
適
用
さ
れ
る
。E

b
d
.,

S
.

4
8

5
ff.

(

�)

Ｅ
・
シ
ュ
ト
ラ
ス
ナ
ー
著
、
大
友
展
也
訳

『

ド
イ
ツ
新
聞
学
事
始』

(

三
元
社
、
二
〇
〇
二
年)

が
一
七
世
紀
以
降
の
新
聞
史
を
知
る

う
え
で
有
益
で
あ
る
。
三
〇
年
戦
争
勃
発
を
契
機
に
、
時
事
情
報
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
新
聞
の
創
刊
が
相
次
ぎ
、
印
刷
新
聞
の
登

場
と
と
も
に
読
者
層
は
聖
職
者
や
学
者
、
貴
族
か
ら
裕
福
な
市
民
層
に
拡
大
し
、
回
読
ク
ラ
ブ
や
カ
フ
ェ
、
社
交
ク
ラ
ブ
が
討
論
の
場
と
な

っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
新
聞
読
者
数
は
三
〇
〇
〜
四
〇
〇
万
人
と
も
い
わ
れ
、
プ
レ
ス
の
な
か
で
新
聞
の
占
め
る
地
位
は
揺
る
ぎ
な
い

も
の
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
の
プ
レ
ス

『

饒
舌
な
る
唖
者

D
er

red
en

d
e

S
tu

m
m

e』

は
一
七
七
一
年
、｢

字
が
読
め
る
者

論 説
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は
、
上
流
階
級
か
ら
卑
し
い
身
分
の
者
に
至
る
ま
で
猫
も
杓
子
も
皆
、
朝
か
ら
晩
ま
で
新
聞
紙
を
め
く
っ
て
い
る｣

と
評
し
て
い
る
ほ
ど
で

あ
る
。
前
掲
書
一
八
三－

一
八
六
、
二
二
一－

二
二
八
頁
参
照
。

(
�)

シ
ュ
ト
ラ
ス
ナ
ー
・
前
掲
書
一
八
四
、
一
八
五
、
二
二
二－

二
二
六
頁
。

(
�)
シ
ュ
ト
ラ
ス
ナ
ー
・
前
掲
書
一
七
〇
、
一
七
一
頁
。

(

�)
ベ
ー
ン
・
前
掲
書
九
二－

九
四
頁
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
道
徳
週
刊
誌
は
イ
ギ
リ
ス
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
ア
デ
ィ

ス
ン
と
ス
テ
ィ
ー
ル
に
よ
っ
て

『

タ
ト
ラ
ーT

h
e

T
a

tler』
『

ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ーT

h
e

S
p

ecta
tor』

『

ガ
ー
デ
ィ
ア
ンG

u
a

rd
ia

n』

な
ど
の
道

徳
週
刊
誌
が
一
八
世
紀
初
頭
か
ら
発
行
さ
れ
人
気
を
博
し
た
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
プ
レ
ス
と
政
治
的
言
論
に
つ
い
て
は
、
香
内
三
郎

『

活

字
文
化
の
誕
生』

(
晶
文
社
、
一
九
八
三
年)

二
二
一－

二
六
九
頁
、
な
ら
び
に

H
ab

e
rm

as,
a.

a.
O

.,
S
.

5
8
-S

.
6

0
,
(

邦
訳
六
二－

六
四

頁)

を
参
照
。

(

�)
M

.
K

ase
r,

�
��

����
�

R
e

ch
tsg

e
sch

ich
te

,
	
�

��

���


1
9

8
2
,

S
.

4
5
.

ケ
ー
ン
ソ
ル
に
よ
る
叱
責
は
、
公
的
な
非
難
で
あ
っ
て
も
法

的
な
も
の
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
の
人
々
か
ら
非
難
さ
れ
る
と
い
う
形
で
の
社
会
的
制
裁
で
あ
っ
た
。
佐
藤
篤
士

『

ロ
ー
マ
法
史
Ⅰ』

(

敬
文

堂
、
一
九
八
一
年)

五
六
、
五
七
頁
を
参
照
。

(

�)
R

ie
d

e
r,

a.
a.

O
.,

S
.

5
2

f.

ロ
ー
マ
市
民
は
全
部
で
五
つ
の
税
階
級
に
分
類
さ
れ
た
が
、
こ
の
分
類
リ
ス
ト
は
、
兵
役
に
従
事
さ
せ
る

際
に
彼
ら
を
分
類
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
費
で
ど
の
程
度
武
装
で
き
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
と
し
て
財
産
調
査
が
実

施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
納
税
額
に
応
じ
て
そ
の
者
が
ど
の
程
度
の
政
治
的
諸
権
利
を
行
使
で
き
る
の
か
が
決
定
さ
れ

た
。

(

�)
E

ise
n

h
ard

t,
W

an
d

lu
n

g
e

n
,

S
.

2
.

(

�)
E

ise
n

h
ard

t,
D

ie
k

aise
rlich

e
A

u
fsich

t,
S
.

7
.

一
五
二
九
年
の
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
帝
国
議
会
と
一
五
三
〇
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
帝
国

議
会
に
お
い
て
、
聖
俗
諸
侯
双
方
が
検
閲
責
務
を
負
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。E

.
A

.
K

o
ch

,
N

e
u

e
u

n
d
�����
��

������
S

am
m

lu
n

g

d
e

r
R

e
ich

s-A
b

sch
ie

d
e
,

T
e

il
II,

F
ran

k
fu

rt
am

M
ain

,
1

7
4

7
,

S
.

2
9

4
u

n
d

S
.

3
1

4
.

(

�)
E

ise
n

h
ard

t,
D

ie
k

aise
rlich

e
A

u
fsich

t,
S
.

6
7

ff.

当
初
は
財
務
訴
追
官
一
人
が
書
籍
委
員
を
務
め
て
い
た
が
、
一
五
九
七
年
以
降
は

も
う
一
名
任
命
さ
れ
る
。
普
段
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
で
活
動
す
る
財
務
訴
追
官
が
常
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
滞
在
で
き
な
い
と
い
う
欠
点
を
補
う

た
め
、
こ
の
都
市
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
が
書
籍
委
員
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
常
駐
書
籍
委
員
に
は
補
佐
が
つ
け
ら
れ
、
こ
の
補

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)
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佐
は
常
駐
書
籍
委
員
が
死
去
し
た
際
に
そ
の
職
を
引
き
継
い
だ
。
ま
た
同
年
よ
り
、
見
本
市
の
期
間
外
の
た
め
に
も
他
の
見
本
市
の
た
め
に

も
書
籍
委
員
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
活
動
範
囲
は
拡
大
し
た
。E

b
d
.,

S
.

6
8

f.

(
�)

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
書
籍
市
の
衰
退
の
原
因
は
、
こ
の
地
に
お
け
る
検
閲
の
厳
し
さ
以
外
に
も
存
在
す
る
。
こ
の
帝
国
直
属
都
市
は
カ
ト

リ
ッ
ク
地
域
で
あ
る
南
ド
イ
ツ
に
位
置
し
た
が
ゆ
え
に
、
出
版
物
の
大
半
は
ラ
テ
ン
語
の
学
問
書
や
宗
教
書
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に

対
し
て
北
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
は
、
ド
イ
ツ
語
の
出
版
物
が
中
心
で
あ
り
、
国
内
取
引
の
場
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
啓
蒙
主
義
の
本
拠

地
と
し
て
の
北
ド
イ
ツ
で
新
し
く
誕
生
し
た
読
者
層
は
、
も
は
や
ラ
テ
ン
語
の
知
識
の
つ
ま
っ
た
書
物
を
欲
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

一
七
世
紀
末
に
ド
イ
ツ
語
の
出
版
物
が
ラ
テ
ン
語
の
そ
れ
を
上
回
り
、
宗
教
書
よ
り
も
世
俗
的
な
書
物
の
需
要
が
高
ま
る
と
、
書
籍
販
売
の

中
心
は
必
然
的
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
に
移
っ
た
。W

ittm
an

n
,

B
u

ch
m

ark
t,

S
.

9
4

f.

(

�)
E

ise
n

h
ard

t,
D

ie
k

aise
rlich

e
A

u
fsich

t,
S
.

4
0
.

(

�)
G

.
S

ch
m

id
t,

D
ie

S
taatsre

fo
rm

im
S

ach
se

n
in

d
e

r
e

rste
n
�
�����

d
e

s
1

9
.

Jah
rh

u
n

d
e

rts,
W

e
im

ar,
1

9
6

6
,

S
.

2
2

ff.

ザ
ク
セ
ン

に
お
け
る
産
業
や
商
業
の
発
展
は
、
そ
れ
を
担
う
市
民
の
力
を
増
大
さ
せ
、
大
市
民
層
は
国
家
運
営
に
参
加
す
る
権
利
を
一
八
世
紀
半
ば
に

獲
得
し
た
。E

b
d
.,

S
.

2
4
.

(

�)
W

e
ste

rk
am

p
,

a.
a.

O
.,

S
.

2
0
.

(

�)

ザ
ク
セ
ン
の
国
家
構
成
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、S

ch
m

id
t,

a.
a.

O
.,

S
.

2
8

ff.

を
参
照
せ
よ
。
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
法
的
取
り
扱
い
も

各
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
。
古
く
か
ら
の
ザ
ク
セ
ン
領
で
あ
る
エ
ル
プ
ラ
ン
デE

rb
lan

d
e

で
は
、
選
帝
侯
の
改
宗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

地
域
の
君
主
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
た
め
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
と
同
権
の
地
位
に
は
置
か
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
ラ
ウ
ジ
ッ
ツ
ェ

L
au

sitze

で
は
、
一
七
世
紀
に
は
二
つ
の
宗
派
の
同
権
が
実
現
さ
れ
る
な
ど
、
宗
教
的
に
寛
容
な
地
域
で
あ
っ

た
。E

b
d
.,

S
.

4
0
.

(

�)
S

ch
m

id
t,

a.
a.

O
.,

S
.

1
9
.

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
三
世
は
大
臣
フ
ォ
ン
・
フ
リ
ッ
チ
ュ
と
と
も
に
再
興
に
と
り
く
み
、
経
済

と
財
政
に
関
す
る
改
革
に
重
点
を
置
い
た
。
鉱
山
行
政
は
他
の
ド
イ
ツ
諸
国
の
モ
デ
ル
と
も
な
り
、
タ
バ
コ
や
ホ
ッ
プ
の
栽
培
が
盛
ん
に
な

っ
た
。
ま
た
経
済
発
展
の
障
害
で
あ
る
と
し
て
ツ
ン
フ
ト
が
解
体
さ
れ
、
い
ち
早
く
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
振
興
が
図
ら
れ
た
。E

b
d
.

(

�)

ザ
ク
セ
ン
政
府
に
よ
る
支
援
に
つ
い
て
は
、W

ittm
an

n
,

B
u

ch
m

ark
t,

S
.

9
4

f.

を
参
照
せ
よ
。

(

�)
W

.
M

.
S

ch
affrath

,
C

o
d
e

x
S

ax
o

n
icu

s,
B

d
.

I,
L

e
ip

zig
,

1
8

4
2
,

S
.

1
0

7
1

ff.

論 説
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(

�)

こ
の
命
令
の
内
容
に
つ
い
て
は
、S

ch
affrath

,
a.

a.
O

.,
S
.

1
4

4
4

ff.

を
参
照
。
こ
の
命
令
で
は
、
宗
教
や
良
き
習
俗
に
反
す
る
書
物
、

公
の
平
穏
や
秩
序
の
維
持
に
反
す
る
書
物
、
ラ
ン
ト
君
主
や
信
教
、
外
国
に
敵
対
的
な
内
容
を
も
つ
書
物
が
検
閲
違
反
書
物
と
さ
れ
、
検
閲

基
準
の
明
確
化
が
図
ら
れ
た
。
検
閲
官
庁
に
つ
い
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
監
督
庁
が
設
置
さ
れ
、
検
閲
官
は

原
則
と
し
て
国
家
の
官
吏
と
さ
れ
た
。E

b
d
.

し
か
し
、
小
さ
な
都
市
や
農
村
で
は
、
官
職
者
や
市
長
、
聖
職
者
な
ど
が
検
閲
官
を
兼
任
し

て
い
た
。K

.
S

te
in

b
ach

,
S

ach
se

n
u

n
d

se
in

e
H

o
ffn

u
n

g
e

n
.

E
in

e
p

o
litisch

e
D

e
n

k
sch

rift
d

e
r

S
e

p
te

m
b
e

rw
o

ch
e

n
1

8
3

0
,

L
e

ip
zig

,
1

8
3

0
,

S
.

1
0

2
ff.

(

�)
W

e
ste

rk
am

p
,

a.
a.

O
.,

S
.

2
9

ff.

一
八
二
七
年
の
国
王
の
戴
冠
に
際
し
て
行
な
わ
れ
た
忠
誠
表
明
演
説
の
印
刷
許
可
を
め
ぐ
っ
て
、

政
府
側
の
見
解
と
検
閲
官
の
見
解
が
対
立
し
た
。
国
王
は
そ
の
演
説
の
印
刷
を
認
め
た
の
に
対
し
て
、
担
当
の
検
閲
官
は
、
演
説
の
一
部
が

不
適
切
で
あ
る
と
し
て
印
刷
許
可
を
与
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。E

b
d
.,

S
.

3
0
.

一
方
で
、
ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
大
学

の
国
家
学
の
正
教
授
で
あ
る
ビ
ュ
ー
ラ
ウ

F
.
�
�
���

は
、
自
由
主
義
的
で
寛
容
で
あ
る
と
い
う
評
価
か
ら
、
著
作
家
に
は
人
気
の
あ
る
検

閲
官
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。F

.
W

.
A

.
H

e
ld

,
C

e
n

su
rian

a
o

d
e

r
G

e
h

e
im

n
isse

d
e

r
C

e
n

su
r,

C
asse

l,
1

8
4

4
,

S
.

7
1

u
n

d
S
.

2
0

0
.

(

�)
E

ise
n

h
ard

t,
D

ie
G

aran
tie

,
S
.

3
4

1
f.

プ
ロ
イ
セ
ン
な
ど
若
干
の
国
家
で
は
、
検
閲
の
強
化
が
実
施
さ
れ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
、

一
八
一
〇
年
一
一
月
一
八
日
、
国
王
の
専
断
事
項
と
し
て
検
閲
の
強
化
を
命
じ
る
政
令
が
公
布
さ
れ
て
い
る
。E

b
d
.,

S
.

3
4

2
.

(

�)
O

.
G

ro
th

,
D

ie
Z

e
itu

n
g
,

B
d
.

II,
M

an
n

h
e

im
u

n
d

B
e

rlin
u

n
d

L
e

ip
zig

,
1

9
2

8
,

S
.

4
1

f.

し
か
し
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

遺
産
で
あ
っ
た
プ
レ
ス
の
自
由
を
破
棄
し
、
指
定
さ
れ
た
新
聞
の
発
行
の
み
を
許
し
て
い
る
。

(

�)

フ
ラ
ン
ス
革
命
前
後
に
お
け
る
公
論
に
つ
い
て
は
、H

ab
e

rm
as,

a.
a.

O
.,

S
.

8
7
-S

.
9

2
,

S
.

1
1

8
-S

.
1

2
5
,
(

邦
訳
九
七－

一
〇
二
、
一

三
五－

一
四
二
頁)

な
ら
び
に
、
阪
上
孝

『

近
代
的
統
治
の
誕
生』

(

岩
波
新
書
、
一
九
九
九
年)

一
一
九－

一
九
〇
頁
参
照
。

(

�)

シ
ュ
ト
ラ
ス
ナ
ー
・
前
掲
書
一
八
七
、
一
八
八
、
二
二
八
頁
参
照
。『

モ
ニ
ト
ゥ
ー
ル』

は
一
七
八
九
年
に
パ
ン
ク
ッ
ク

C
.-J.

P
an

ck
o

u
k

e

に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
一
七
九
九
年
か
ら
一
八
六
八
年
ま
で
は
政
府
の
機
関
紙
と
し
て
機
能
す
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
支
配
下
の
ド

イ
ツ
で
は
こ
の
新
聞
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
を
借
用
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
た
。『

国
家
学
辞
典』

は
、『

モ
ニ
ト
ゥ
ー
ル』

が
自
由
を
抑
圧
す
る

専
制
政
治
に
役
立
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
。R

o
tte

ck
u

n
d

W
e

lck
e

r,
S

taats-L
e

x
ik

o
n
,

1
5
.

B
d
.,

A
lto

n
a,

1
8

4
3
,

S
.

8
3

6
.

(

�)

ド
イ
ツ
各
国
に
対
す
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
プ
レ
ス
対
策
に
つ
い
て
は
、S

ch
n

e
id

e
r,

a.
a.

O
.,

S
.

1
7

5
ff.

を
参
照
せ
よ
。

(

�)

た
と
え
ば
、
哲
学
者
フ
ィ
ヒ
テ
は

｢

ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ｣

と
い
う
連
続
講
演
を
行
な
っ
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
連
続
講
演
の
目
的
は
、
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独
立
を
喪
失
し
た
国
民
に
新
た
な
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
民
族
を
始
原
的
民
族
と
し
て
讃
え
、
そ

の
民
族
に
お
い
て
永
遠
な
る
神
性
が
継
承
し
発
展
し
て
い
く
手
段
で
あ
る
国
家
す
な
わ
ち
祖
国
ド
イ
ツ
へ
の
愛
を
国
民
に
説
く
。｢

ド
イ
ツ

人
で
あ
る
こ
と｣

と
は
ド
イ
ツ
の
政
治
的
独
立
を
指
し
、
独
立
を
勝
ち
と
る
た
め
に
ド
イ
ツ
人
が
屹
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
、
講

演
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
民
を
形
成
す
る
に
は
、
国
家
に
よ
る
教
育
が
不
可
欠
で
あ
る
と
彼
は
論
じ
、
彼
の
関
心
は
国
民

教
育
に
注
が
れ
る
。
Ｅ
・
ル
ナ
ン
、
Ｆ
・
Ｇ
・
フ
ィ
ヒ
テ
著
、
鵜
飼
哲
訳

『

国
民
と
は
何
か』

(

河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
七
年)

六
五－

二
〇
一
頁
を
参
照
。

(

�)

ゲ
レ
ス

(
一
七
七
六
〜
一
八
四
八
年)

は
解
放
戦
争
期
に
多
く
の
プ
レ
ス
の
発
行
に
携
わ
っ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て

『

隠
者

新
聞

Z
eitu

n
g
��
�

E
in

sied
ler』

や

『

ラ
イ
ニ
ッ
シ
ャ
ー
・
メ
ル
ク
ー
ア

R
ein

isch
er

M
erk

u
r』

を
発
行
し
、
後
者
の
一
八
一
四
年
の
八
〇
、

八
一
号
で
は
、
新
聞
と
は

｢

真
の
民
族
出
版
物｣

、｢

諸
民
族
が
相
互
に
そ
し
て
諸
侯
に
対
し
て
話
す
声｣

と
位
置
づ
け
、
プ
レ
ス
が
と
り
わ

け
諸
侯
に
対
す
る
国
民
の
声
を
形
成
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
強
調
す
る
。H

.
A

.
�
�
�
��	
�

D
ie

�	�
�����

	
M

e
in

u
n

g
in

Jo
h

an
n

Jo
se

f
�
�

	�’

p
o

litisch
e

r
P

u
b

lizistik
,

B
e

rlin
,

1
9

2
6
,

S
.

1
8

ff.

(

�)
S

ch
n

e
id

e
r,

a.
a.

O
.,

S
.

1
8

5
ff.
一
度
は
検
閲
を
強
化
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
で
も
、
一
八
一
三
年
に
は
私
的
な
生
業
と
し
て
の
新
聞
の
発

行
が
承
認
さ
れ
、
プ
レ
ス
を
抑
圧
す
る
の
で
は
な
く
プ
レ
ス
を
国
家
の
利
益
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
が
プ
レ
ス
政
策
の
中
心
に
置
か
れ

る
よ
う
に
な
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
宰
相
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
意
図
は
、
不
快
で
反
政
府
的
な
プ
レ
ス
を
政
府
と
提
携
さ
せ
る
こ
と
で
無
害
な
も

の
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
例
が
、
政
府
の
援
助
を
受
け
た
ク
ラ
イ
ス
ト
の

『

ベ
ル
リ
ン
夕
刊
紙

B
erlin

er
�
���

��������』

で
あ
る
。

以
上
の
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
プ
レ
ス
政
策
に
つ
い
て
は
、G

ro
th

,
a.

a.
O

.,
S
.

6
6

ff.

を
参
照
せ
よ
。
ま
た
同
時
期
の
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

プ
レ
ス
の
発
行
状
況
に
つ
い
て
は
、
黒
岩
純
一

｢

カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
の
決
議
と
そ
の
前
後｣

藝
文
研
究
四
三
号

(

一
九
八
二
年)

四
〇
六－

四
〇
八
頁
を
参
照
。
プ
レ
ス
の
発
行
に
は
、
政
府
に
よ
る
資
金
援
助
が
行
な
わ
れ
る
な
ど
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
が
深
く
関
与
し
、
プ
レ
ス
を
徹
底

的
に
政
府
の
管
理
下
に
置
い
た
。

(

�)

本
稿
で
は

｢

公
論｣

と
訳
す
。
な
ぜ
な
ら
、
本
稿
は
、
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る�	�

����
	

M
e

in
u

n
g

の
概
念
に
関
し
て
前
掲
の
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
公
共
性
研
究
に
拠
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
邦
訳
書
で
あ
て
ら
れ
る

｢

公
論｣

と
い
う
訳
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
本
稿
が
扱

う
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
の
公
論
の
担
い
手
は
、
政
治
的
に
論
議
す
る
批
判
的
な
公
衆
で
あ
り
、
実
際
に
は
財
産
と
教
養
の
あ
る

啓
蒙
化
さ
れ
た
市
民
層
を
指
す
。
し
か
し
後
に
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
公
論
を

｢
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
階
級
利
害
の
仮
面｣

と
呼
び
、
公
論

論 説
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の
形
成
者
を
市
民
層
の
み
に
限
定
す
る
矛
盾
を
批
判
し
て
い
る
。H

ab
e

rm
as,

a.
a.

O
.,

S
.

9
3
,

S
.

1
0

8
-S

.
1

1
1

u
n

d
S
.

1
5

1
-S

.
1

5
8
,
(

邦
訳

一
〇
三
、
一
一
六－

一
二
〇
、
一
六
六－

一
七
二
頁)

参
照
。

(
�)

ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
の
公
論
に
関
す
る
叙
述
は
、C

.
M

.
W

ie
lan

d
,
�
���

����
�

u
n

te
r

v
ie

r
A

u
g

e
n
.

in
	
�


����
�

W
e

rk
e
.

B
d
.

3
2
,

L
e

ip
zig

,

1
8

5
7
,

S
.

1
9

1
ff.

を
参
照
せ
よ
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
念
頭
に
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
は
、
公
論
は
い
か
な
る
国
家
革
命
に
も
先
行
し
そ
の
始
ま
り
を

合
図
す
る
力
を
も
つ
と
し
て
、
公
論
が
統
治
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で
あ
る
の
か
を
力
説
す
る
。
そ
し
て
公
論
が
強
力
か
つ
明
確
に
自
己
表

現
す
る
と
き
、
も
の
ご
と
に
新
し
い
秩
序
を
与
え
る
真
の
時
代
が
始
ま
る
と
説
き
、
こ
の
多
数
者
の
意
見
を
法
律
が
自
認
す
れ
ば
法
律
の
力

は
確
実
に
保
持
さ
れ
る
と
結
論
し
、
来
る
一
九
世
紀
に
は
公
論
が
法
律
を
支
え
る
こ
と
を
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
は
予
言
す
る
。E

b
d
.,

S
.

2
0

3
,

S
.

2
1

4
u

n
d

S
.

2
1

8
.

(

�)
R

.
F

lad
,

S
tu

d
ie

n
zu

r
p

o
litisch

e
n

B
e

g
riffsb

ild
u

n
g

in
D

e
u

tsch
lan

d
�
��
���

�
d

e
r
�
���

�
���

��
R

e
fo

rm
,

B
e

rlin
,

1
9

2
9
.

こ
の
著

作
に
お
い
て
フ
ラ
ッ
ト
は
、
フ
ン
ボ
ル
ト
や
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ア
ル
ン
ト
に
お
け
る
公
論
の
価
値
に
焦
点
を
当
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
下
で
公

論
の
力
へ
の
期
待
が
ド
イ
ツ
で
増
大
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(

�)

こ
の
時
期
に
は
、
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
を
中
心
に

｢

公
論
を
沈
黙
せ
る
民
族
精
神
と
同
一
視
し
よ
う｣

と
す
る
見
解
が
登
場
し
、

公
論
の
担
い
手
が
市
民
層
と
い
う
枠
を
脱
し
下
層
に
拡
大
す
る
動
き
を
見
せ
る
。H

ab
e

rm
as,

a.
a.

O
.,

S
.

1
2

6
f.,
(

邦
訳
一
四
三
頁)

参

照
。

(

�)
P

.
C

zy
g

an
,

Z
u

r
G

e
sch

ich
te

d
e

r
T

ag
e

slite
ratu

r
�
��
���

�
d
e

r
F

re
ih

e
itsk

rie
g

e
,

B
d
.

2
�

1
,

L
e

ip
zig

,
1

9
1

1
,

S
.

1
5

5
f.

ベ
ル
リ
ン

の
検
閲
官
が
国
王
に
対
し
て
一
八
一
三
年
に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
に
、
公
共
圏
の
拡
大
を
指
摘
す
る
さ
ま
が
確
認
で
き
る
。E

b
d
.

(

�)
S

ch
n

e
id

e
r,

a.
a.

O
.,

S
.

1
8

0
.

公
論
に
対
し
て
一
定
の
修
正
を
行
な
う
権
限
を
認
め
る
と
い
う
見
解
を
、
ア
ル
ン
ト

E
.

M
.

A
rn

d
t

や

プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
も
唱
え
て
い
る
。F

lad
,

a.
a.

O
.,

S
.

8
5
.

こ
の
よ
う
に
公
論
を

｢

至
上
の
法
廷｣

と
み
な
し
そ
れ
に
超
越
的
な
力
を
見
出
す
見
解
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
直
前
の
マ
ル
ゼ
ル
ブ

C
.-G

.
L

.
d

e
M

alsh
e

rb
e

s

や
ネ
ッ
ケ
ル

J.

N
e

ck
e

r

に
も
共
通
し
て
見
出
せ
る
。
阪
上
・
前
掲
書
一
二
三－

一
二
八
頁
参
照
。

(

�)

ゲ
レ
ス
の
公
論
観
に
つ
い
て
は
、
横
溝
眞
理

｢

ア
イ
ヒ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
対
す
る
ゲ
レ
ス
の
影
響
に
つ
い
て

(

１)｣

聖
霊
女
子
短
期
大

学
紀
要
三
一
号

(

二
〇
〇
三
年)

一
頁
以
下
、
同

｢

ア
イ
ヒ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
対
す
る
ゲ
レ
ス
の
影
響
に
つ
い
て

(

２)｣

聖
霊
女
子
短
期
大

学
紀
要
三
二
号

(

二
〇
〇
四
年)

一
〇
頁
以
下
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

近代ドイツにおけるプレスの自由の成立とその展開 (上)
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(

�)
W

.
S

p
ae

l,
P

u
b

lizistik
u

n
d

Jo
u

rn
alistik

u
n

d
ih

re
E

rsch
e

in
u

n
g

sfo
rm

e
n

b
e

i
Jo

se
p

h
�
�����

(
1

7
9

8
�

1
8

1
4)

,
�
���

-R
h

e
in

,
1

9
2

8
,

S
.

8
8

ff.

ゲ
レ
ス
は
プ
レ
ス
の
自
由
を
要
求
し
、
そ
れ
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
復
古
体
制
を
批
判
し
た
こ
と
で
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

H
g
.

v
.

H
.

S
ch

an
ze

,
R

o
m

an
tik

-H
an

d
b

u
ch

,
S

tu
ttg

art,
2

0
0

3
,

S
.

7
0
.

(
�)
代
表
制
の
導
入
に
関
し
て
い
え
ば
、
一
八
一
〇
年
代
に
相
次
い
で
立
憲
化
し
た
西
南
ド
イ
ツ
諸
国
は
、
身
分
代
表
か
ら
な
る
議
会
で
は

あ
っ
た
が
ラ
ン
ト
議
会
を
創
設
す
る
。
プ
レ
ス
の
自
由
の
享
受
者
が
事
実
上
、
議
論
す
る
公
衆
と
し
て
の
市
民
層
ま
で
し
か
想
定
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
と
も
合
致
す
る
が
、
代
表
制
に
お
い
て
も
下
層
民
は
そ
の
制
度
自
体
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
一
九
世
紀

に
お
け
る
公
論
に
は
一
定
の
限
界
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(

�)
E

.
P

o
sse

,
Z

e
itu

n
g
,

P
u

b
lik

u
m

u
n

d
�		�

�

���

�
M

e
in

u
n

g
.

in
;

D
e

u
tsch

e
R

e
v

u
e
.

3
9
.

Jg
.,

S
tu

ttg
art,

1
9

1
4
,

S
.

8
5
.

モ
ー
リ
ッ
ツ

C
.

P
.

M
o

ritz

は
す
で
に
一
七
八
四
年
に
、
国
民
の
た
め
の
新
聞
作
り
を
理
念
と
し
、
国
民
に
啓
蒙
を
浸
透
さ
せ
る
道
具
と
し
て
新
聞
を
用

い
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
る
。
洪
水
の
よ
う
な
出
来
事
か
ら
興
味
の
も
つ
こ
と
を
取
り
出
し
、
洞
察
力
を
研
ぎ
澄
ま
し
、
真
実
と
偽
り
を
区

別
す
る
こ
と
を
国
民
に
教
え
る
こ
と
が
新
聞
の
使
命
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。S

p
ae

l,
a.

a.
O

.,
S
.

1
4
.

(

�)

シ
ュ
ト
ラ
ス
ナ
ー
・
前
掲
書
、
三
九
頁
。

(

�)
R

o
tte

ck
u

n
d

W
e

lck
e

r,
S

taats-L
e

x
ik

o
n
,

1
3
.

B
d
.,

A
lto

n
a,

1
8

4
2
,

S
.

3
4

1
.

(

�)

た
と
え
ば
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
公
論
と
プ
レ
ス
の
自
由
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、P

.
A

.
v
.

F
e

u
e

rb
ach

,
K

le
in

e
S

ch
rifte

n

v
e

rm
isch

te
n

In
h

alts,
�
�
��
��
��
�

1
8

3
3
,

S
.

7
3

ff.
を
参
照
せ
よ
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
外
務
大
臣
も
務
め
た
ア
ン
シ
ヨ
ン
は
、
プ
レ
ス
の
自
由

は
代
表
制
国
家
よ
り
も
む
し
ろ
制
約
の
な
い
絶
対
主
義
国
家
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。F

.
A

n
cillo

n
,

G
e

sch
ich

te
u

n
d

P
o

litik
,

B
e

rlin
,

1
8

2
8
,

S
.

1
6

4
.

三
月
革
命
後
で
は
、｢

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
観
念
す
れ
ば
、
議
会
主
義
と
プ
レ
ス
の
自
由
、
プ
レ
ス
の
自
由

と
議
会
主
義
は
、
互
い
に
欠
か
せ
な
い
。
そ
れ
は
ま
る
で
天
空
に
い
る
双
子
の
よ
う
で
あ
る｣

と
述
べ
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
が
相
互
補
完
関

係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
、
ブ
ッ
ヒ
ァ
ー
の
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。L

.
B

u
ch

e
r,

D
e

r
P

arlam
e

n
tarism

u
s

w
ie

e
r

ist,
S

tu
ttg

art,
1

8
9

4
,

S
.

2
1

9
.

そ
の
一
方
で
ア
ル
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
要
求
と
公
論
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
否
定
的
な
見
解
も
存
在

す
る
。
プ
レ
ス
の
自
由
が
自
制
の
き
か
な
い
も
の
と
な
り
暴
走
す
る
こ
と
を
ア
ル
ン
ト
は
危
惧
す
る
。E

.
M

.
A

rn
d

t,
G

e
ist

d
e

r
Z

e
it,

IV
.

T
e

il,
1

8
1

8
,

B
e

rlin
,

S
.

8
3
.

論 説


